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【
要
約
】

清
末
知
識
人
は
︑
中
国
文
明
を
唯
一
の
文
明
と
見
る
文
明
観
か
ら
転
換
し
西
洋
文
明
の
優
位
を
認
め
る
過
程
で
︑
ど
の
よ
う
に
新
た
な
自
己
認

識
を
形
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
従
来
こ
の
問
題
は
︑
主
に
日
清
戦
争
後
の
国
民
性
認
識
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
そ
こ
に
見
ら
れ
る
中
国
人
の

保
守
性
︑
消
極
性
︑
怠
惰
性
︑
虚
偽
性
︑
卑
屈
性
︑
利
己
性
等
の
強
調
は
︑
一
八
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
の
先
進
的
知
識
人
に
お
け
る
文
明
観
転

換
の
中
で
︑
郭
嵩
燾
︑
王
韜
︑
張
徳
彝
︑
鍾
天
緯
︑
鄭
観
応
な
ど
に
す
で
に
見
出
せ
る
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
一
八
七
〇
年
代
半
ば
以
降
︑﹃
万
国
公
報
﹄

に
掲
載
さ
れ
た
ア
レ
ン
︑
フ
ァ
ー
バ
ー
ら
宣
教
師
の
漢
文
著
作
で
は
十
九
世
紀
西
洋
の
否
定
的
中
国
認
識
を
ふ
ま
え
た
中
国
国
民
性
批
判
が
展
開
さ
れ
︑

そ
れ
が
知
識
人
に
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
宣
教
師
と
知
識
人
の
中
国
国
民
性
批
判
を
比
較
検
討
す
る
と
︑
知
識
人
が
宣
教
師
の
著

作
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
西
洋
近
代
が
生
ん
だ
否
定
的
中
国
認
識
を
継
承
す
る
宣
教
師
の
中
国
国
民
性
批
判
が
︑
伝
統
的
中
華

意
識
に
代
わ
る
新
た
な
自
己
認
識
を
強
力
に
方
向
付
け
た
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
一
号

二
〇
一
九
年
一
月

は

じ

め

に

古
来
中
国
で
は
︑
中
国
文
明
こ
そ
が
唯
一
普
遍
の
文
明
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
文
明
観
は
︑
天
下
は
中
国
文
明
が
及
ぶ

﹁
中
華
﹂
と
そ
れ
が
及
ば
な
い
﹁
夷
狄
﹂
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
す
る
秩
序
観
を
生
み
出
し
た
︒
そ
し
て
こ
の
文
明
観
と
秩
序
観
か
ら
な
る
華
夷

的
世
界
像
が
前
漢
時
代
ま
で
に
は
形
成
さ
れ
︑
以
来
何
度
か
の
変
動
を
へ
つ
つ
も
中
国
人
に
共
通
の
認
識
で
あ
り
つ
づ
け
た①
︒
し
か
し
十
九
世

紀
半
ば
の
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
︑
こ
と
に
洋
務
運
動
期
︵
一
八
六
〇

九
〇
年
代
︶
に
お
け
る
西
洋
近
代
と
の
衝
突
と
そ
の
受
容
を
通
じ
て
︑
中
国
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の
知
識
人
は
徐
々
に
西
洋
文
明
が
中
国
文
明
よ
り
も
優
位
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
我
々
の
想
像
を
絶
す
る
未
曾
有
の
体

験
の
中
で
︑
中
国
の
知
識
人
が
ほ
ぼ
伝
統
的
文
明
観
か
ら
転
換
を
遂
げ
る
の
は
︑
日
清
戦
争
後
の
こ
と
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
こ
の
過
程
で
︑
中
国
の
知
識
人
は
西
洋
と
の
対
比
で
ど
の
よ
う
に
し
て
新
た
な
自
己
認
識
を
獲
得
し
︑
西
洋
文
明
中
心
の
世
界
像

の
中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
は
︑
清
末
に
お
け
る
変
法
論
︑
革
命
論
の
形
成
を
考
え
る
上
で
の
根
本
的
な

問
題
で
あ
り
な
が
ら
︑
実
は
必
ず
し
も
正
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒
本
稿
は
︑
清
末
知
識
人
に
お
け
る
新
た
な
自
己
認
識
の

形
成
過
程
を
た
ど
り
︑
そ
こ
に
見
ら
れ
る
共
通
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑
そ
う
し
た
自
己
認
識
と
在
華
西
洋
人
︑
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
宣
教
師
︵
以
下
︑
宣
教
師
︶
の
言
説
の
関
わ
り
を
考
察
し
︑
も
っ
て
清
末
中
国
に
お
け
る
文
明
観
転
換
に
と
も
な
う
新
た
な
自
己
認
識
の
形

成
が
︑
い
か
に
し
て
な
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る②
︒

西
洋
文
明
が
中
国
文
明
よ
り
優
位
に
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
︑
中
国
文
明
を
唯
一
普
遍
と
す
る
文
明
観
が
崩
壊
す
る
と
︑
中
国
の
知
識
人
に

と
っ
て
中
国
文
明
を
か
つ
て
の
よ
う
に
﹁
聖
人
の
道
﹂﹁
不
変
の
道
﹂﹁
仁
義
の
道
﹂
と
い
っ
た
完
成
さ
れ
た
体
系
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
困
難

と
な
っ
た
︒
そ
う
し
た
中
で
新
た
な
自
己
認
識
を
明
確
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
清
末
知
識
人
は
︑
中
国
の
風
俗
︑
習
慣
︑
道
徳
︑
儀
礼
祭
祀

な
ど
に
示
さ
れ
る
中
国
人
の
性
格
・
価
値
観
な
ど
に
注
目
し
て
︑
西
洋
文
化
と
の
比
較
で
中
国
文
化
を
批
判
す
る
議
論
を
盛
ん
に
展
開
し
た
︒

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
中
西
比
較
に
よ
る
自
己
認
識
は
︑
も
っ
ぱ
ら
日
清
戦
争
後
に
高
揚
し
た
国
民

性
批
判
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た③
︒
梁
啓
超
の
﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂︵
一
九
〇
一
︶
は
︑
厳
復
の
﹁
論
世
変
之
亟
﹂︵
一
八
九
五
︶
な
ど

と
と
も
に
そ
う
し
た
国
民
性
批
判
の
初
期
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
梁
啓
超
は
こ
の
論
文
で
︑
中
国
弱
体
化
の
原
因
の
う
ち
風
俗
に
由
来

す
る
も
の
と
し
て
︑
中
国
人
の
﹁
奴
性
﹂︑﹁
愚
昧
﹂︑﹁
為
我
﹂︑﹁
好
偽
﹂︑﹁
懦
弱
﹂︑﹁
無
動
﹂
と
い
う
六
つ
の
性
格
を
あ
げ
て
い
る
︒
例
え
ば

﹁
奴
性
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︵
以
下
︑
引
用
文
中
の
︵

︶
内
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
文
脈
を
ふ
ま
え
て
手
代
木
が
補
っ
た
︶
︒

︵
中
国
で
は
︶
他
人
に
へ
つ
ら
う
の
が
う
ま
い
人
に
か
ぎ
っ
て
他
人
に
威
張
っ
て
み
せ
る
の
が
得
意
で
あ
り
︑
他
人
に
威
張
る
の
が
得
意
な
人
に
か
ぎ
っ
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て
他
人
に
へ
つ
ら
う
の
が
う
ま
い
︒

西
国
の
民
は
一
人
と
し
て
他
人
を
虐
げ
る
こ
と
が
な
く
︑
ま
た
一
人
と
し
て
他
人
に
虐
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
だ
が
中
国
は
違
う
︒
他
人
を
虐
げ
る
人

で
な
け
れ
ば
︑
他
人
に
虐
げ
ら
れ
る
人
で
あ
り
︑
他
人
に
虐
げ
ら
れ
る
人
が
同
時
に
他
人
を
虐
げ
る
人
と
な
る
︒﹇
中
略
﹈
こ
れ
は
何
と
も
名
づ
け
よ
う
が

な
い
が
私
は
こ
れ
を
奴
性
と
名
付
け
て
お
こ
う
︒

ま
た
﹁
愚
昧
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
︒

私
が
︵
中
国
人
の
知
恵
に
関
し
て
︶
も
っ
と
も
悲
し
む
の
は
︑
知
恵
の
と
く
に
優
れ
た
人
が
少
な
い
こ
と
で
は
な
く
︑
通
常
の
知
恵
を
も
つ
人
が
少
な
い

こ
と
で
あ
る
︒﹇
中
略
﹈
西
国
の
民
は
六
︑
七
歳
の
時
か
ら
男
女
を
問
わ
ず
学
校
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ず
︑
十
四
︑
五
歳
で
や
っ
と
卒
業
す
る
︒﹇
中
略
﹈
だ

か
ら
何
人
も
み
な
自
分
で
身
を
処
し
︑
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
︑
普
通
の
手
紙
な
ら
誰
も
が
か
け
︑
平
易
な
新
聞
な
ら
だ
れ
も
が
読
め
る
︒

﹁
為
我
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
︒

︵
日
清
戦
争
の
︶
戦
端
が
開
か
れ
て
み
る
と
︑
中
国
は
終
始
直
隷
一
省
の
み
で
日
本
全
国
と
敵
対
し
て
大
敗
を
喫
し
た
︒﹇
中
略
﹈
中
国
は
十
八
国
に
分
か

れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
︒
各
省
の
総
督
・
巡
撫
も
彼
ら
が
支
配
す
る
省
を
一
集
団
と
し
て
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
彼
等
は
戦
禍
が
幸
い
に
己
の

管
轄
地
域
に
及
ば
な
い
よ
う
︑
ま
た
城
市
失
陥
で
免
職
処
分
を
受
け
な
い
よ
う
守
備
に
名
を
借
り
て
勝
敗
を
傍
観
し
た
に
す
ぎ
な
い
︒
彼
ら
が
意
を
用
い

る
の
は
お
の
れ
一
人
の
た
め
で
あ
り
︑
一
省
の
た
め
で
は
な
い
︒
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﹁
好
偽
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
︒

今
日
の
中
国
人
の
如
く
︑
虚
偽
を
好
む
こ
と
︑
そ
の
極
点
に
達
し
た
の
は
天
下
に
ま
れ
で
あ
り
︑
古
今
未
曾
有
で
あ
る
︒
君
が
臣
を
使
い
︑
臣
が
君
に
仕

え
︑
長
上
が
そ
の
配
下
を
ひ
き
い
︑
配
下
が
長
上
を
奉
じ
︑
官
が
民
を
治
め
︑
民
が
官
に
従
い
︑
紳
士
が
仲
間
を
つ
く
り
︑
友
が
朋
友
と
交
わ
る
際
に
は
︑

何
人
で
あ
れ
︑
何
処
で
あ
れ
︑
何
時
で
あ
れ
︑
み
な
虚
偽
の
二
字
に
よ
っ
て
行
う④
︒

日
清
戦
争
後
︑
列
強
に
よ
る
中
国
分
割
へ
の
危
機
感
が
激
化
す
る
中
で
こ
う
し
た
国
民
性
批
判
が
高
揚
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
だ
が
国

民
性
批
判
は
決
し
て
日
清
戦
争
後
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
︒
日
清
戦
争
以
前
の
先
進
的
知
識
人
の
著
作
に
は
︑
少
な
か
ら
ず
日
清
戦
争
後
と

類
似
す
る
自
己
認
識
が
見
出
せ
る
︒
以
下
で
は
ま
ず
︑
文
明
観
転
換
の
中
で
新
た
な
自
己
認
識
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
す
る
︒

①

檀
上
寛
﹃
天
下
と
天
朝
の
中
国
史
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︑
堀
敏
一
﹃
中

国
と
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
な
ど
︒

②

清
末
の
文
明
観
転
換
に
つ
い
て
は
拙
著
﹃
清
末
中
国
の
西
洋
体
験
と
文
明
観
﹄

汲
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︵
以
下
﹃
文
明
観
﹄︶
で
詳
細
に
論
じ
た
︒
本
稿
は
そ

の
内
容
を
ふ
ま
え
て
い
る
︒

③

日
清
戦
争
後
の
国
民
性
批
判
を
め
ぐ
る
研
究
に
つ
い
て
は
︑
袁
洪
亮
﹁
中
国
近

代
国
民
性
改
造
思
潮
研
究
総
述
﹂﹃
史
学
月
刊
﹄
二
〇
〇
〇
年
第
六
期
を
参
照
︒

代
表
的
研
究
に
は
沙
蓮
香
編
著
︑
津
田
量
訳
﹃
中
国
民
族
性

第
一
部

中
外
か

ら
見
た
百
五
十
年
間
の
﹁
中
国
人
像
﹂﹄
グ
ロ
ー
バ
ル
科
学
文
化
出
版
︑
二
〇
一

七
年
︑
同
﹃
中
国
民
族
性

第
二
部

一
九
八
〇
年
代
︑
中
国
人
の
﹁
自
己
認

知
﹂﹄
グ
ロ
ー
バ
ル
科
学
文
化
出
版
︑
二
〇
一
七
年
︑
リ
デ
ィ
ア
・
リ
ウ

︵
L
y
d
ia
H
.
L
iu
︶﹁
国
民
性
を
翻
訳
す
る

魯
迅
と
ア
ー
サ
ー
・
ス
ミ
ス

﹂

︵
中
里
見
敬
・
清
水
賢
一
郎
訳
︶﹃
言
語
文
化
論
究
﹄
二
三
号
︑
九
州
大
学
大
学

院
言
語
文
化
研
究
院
︑
二
〇
〇
八
年
︑
黄
興
濤
﹁
美
国
伝
教
士
明
恩
溥
及
其
﹃
中

国
人
的
気
質
﹄﹂
明
恩
溥
著
︑
佚
名
訳
︑
黄
興
濤
校
注
﹃
中
国
人
的
気
質
﹄
中
華

書
局
︑
二
〇
〇
六
年
所
収
な
ど
︒

④

梁
啓
超
﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂﹃
飲
冰
室
合
集
﹄
上
海
中
華
書
局
︑
一
九
四
一

年
再
版
︑
文
集
第
二
冊
所
収
︒
訳
文
は
﹃
新
編
原
典
中
国
近
代
思
想
史
﹄
第
二
巻

︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︶
所
収
の
伊
東
昭
雄
訳
に
よ
っ
た
︒
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第
一
章

文
明
観
転
換
と
新
た
な
自
己
認
識
の
形
成

第
一
節

文
明
観
の
変
動
と
新
た
な
自
己
認
識

劉
錫
鴻
︑
郭
嵩
燾
︑
王
韜

ア
ヘ
ン
戦
争
は
伝
統
的
文
明
観
が
変
動
に
向
か
う
起
点
と
は
な
っ
た
が
︑
直
ち
に
伝
統
的
文
明
観
の
変
動
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
︒
例
え
ば
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
民
主
制
を
肯
定
的
に
紹
介
し
た
梁
廷
枏
の
﹃
海
国
四
説
﹄︵
一
八
四
六
︶
は
︑
そ
の
自
序
で
﹁
西
洋
諸
国
の

風
気
は
た
だ
利
を
貪
る
の
み
﹂
と
述
べ①
︑
依
然
と
し
て
伝
統
的
な
華
夷
の
枠
組
み
の
下
で
西
洋
人
を
﹁
利
を
貪
る
の
み
﹂
の
﹁
夷
狄
﹂
と
見
な

し
て
い
た
︒
文
明
観
転
換
へ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
︑
一
八
六
〇
年
代
以
降
宣
教
師
に
よ
る
出
版
教
育
活
動
が
活
発
化
し
ま
た
洋
務
運

動
が
開
始
さ
れ
西
洋
情
報
が
急
速
に
増
加
し
た
こ
と
︑
そ
し
て
一
八
七
〇
年
代
後
半
か
ら
常
駐
外
交
使
節
派
遣
や
留
学
生
派
遣
が
開
始
さ
れ
︑

直
接
の
長
期
に
わ
た
る
西
洋
観
察
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
中
で
西
洋
理
解
を
深
め
た
知
識
人
の
う
ち
︑
洋
務
運

動
以
前
に
青
年
期
の
思
想
形
成
を
遂
げ
た
劉
錫
鴻
︑
郭
嵩
燾
お
よ
び
王
韜
に
お
け
る
文
明
観
の
変
動
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

一
八
七
七
年
に
初
代
出
使
英
国
大
臣
郭
嵩
燾
の
副
使
と
し
て
出
使
し
た
劉
錫
鴻
︵
生
卒
年
不
詳
︑
一
説
に
一
八
二
二
年
頃

一
八
八
二
年
頃
︑
一

八
四
八
年
の
挙
人
︶
は
︑
英
国
滞
在
中
に
西
洋
人
は
﹁
利
を
貪
る
の
み
﹂
の
﹁
夷
狄
﹂
と
い
う
出
使
前
の
否
定
的
西
洋
認
識
を
変
化
さ
せ
︑
西

洋
に
も
文
明
を
見
出
し
た
︒
た
だ
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
中
国
文
明
を
唯
一
普
遍
の
文
明
と
す
る
伝
統
的
文
明
観
を
前
提
と
し
︑
古
の
﹁
三
代
﹂

の
﹁
政
教
風
俗
﹂
を
理
想
と
す
る
儒
教
的
価
値
観
を
基
準
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
決
し
て
西
洋
に
そ
れ
と
は
異
な
る
価
値
観
を
見
出
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
劉
錫
鴻
は
︑
中
国
が
今
日
も
聖
人
の
﹁
仁
義
の
道
﹂
を
維
持
す
る
﹁
中
華
﹂
で
あ
る
と
確
信
し
つ
つ
︑﹁
仁
義
の
道
﹂

の
教
化
に
よ
り
西
洋
に
も
﹁
仁
の
端
緒
﹂
や
﹁
義
の
端
緒
﹂
が
あ
ら
わ
れ
︑﹁
中
華
﹂
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
考
え
て
い
た②
︒

一
方
︑
初
代
出
使
英
国
大
臣
だ
っ
た
郭
嵩
燾
︵
一
八
一
八

一
八
九
一
︑
一
八
四
七
年
の
進
士
︶
の
場
合
は
︑
出
使
前
で
す
で
に
﹁
三
代
﹂
の

﹁
政
教
風
俗
﹂
を
理
想
と
す
る
伝
統
的
文
明
観
に
照
ら
し
て
西
洋
の
個
々
の
事
象
を
肯
定
的
に
評
価
し
︑
中
国
で
は
文
明
は
失
わ
れ
た
と
す
る
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と
同
時
に
失
わ
れ
た
文
明
を
西
洋
に
見
出
し
て
い
た
︒
英
国
滞
在
期
︵
一
八
七
七

七
九
︶
に
は
そ
う
し
た
認
識
の
延
長
上
で
︑
西
洋
の
中
国
に

対
す
る
優
位
へ
の
認
識
を
一
層
深
め
︑﹃
春
秋
公
羊
伝
﹄
の
中
華
も
徳
を
失
え
ば
夷
狄
に
変
ず
る
と
い
う
論
理
に
依
拠
し
て
︑
中
国
文
明
の
中

心
が
中
国
か
ら
西
洋
に
移
動
し
華
夷
関
係
が
逆
転
し
た
こ
と
を
暗
に
示
唆
す
る
︒
欧
州
各
国
の
﹁
政
教
風
俗
﹂
を
﹁
三
代
﹂
を
継
承
す
る
も
の

と
理
解
す
る
こ
と
で
︑
西
洋
が
中
国
の
優
位
に
あ
る
こ
と
を
説
明
づ
け
た
の
で
あ
る③
︒
こ
う
し
て
伝
統
的
文
明
観
を
維
持
し
つ
つ
も
西
洋
の
中

国
に
対
す
る
優
位
を
強
調
す
る
郭
は
︑
出
使
約
一
年
後
の
日
記
で
西
洋
の
﹁
政
教
風
俗
﹂
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︵
以
下
︑
引
用
文
中
の
自

己
認
識
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
は
︵

︶
内
に
原
文
を
付
す
︶
︒

︵
議
会
の
︶
議
論
は
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
思
い
を
告
げ
︑
隠
し
立
て
す
る
こ
と
な
く
︵
直
輸
其
情
︑
無
有
隠
避
︶︑﹇
中
略
﹈
ま
た
人
民
の
振
る
舞
い
も
も

っ
ぱ
ら
真
実
に
従
い
︑
謙
遜
す
る
ふ
り
を
せ
ず
︵
一
従
其
実
︑
不
為
謙
退
辞
譲
之
虚
文
︶︑
国
家
は
法
令
を
設
け
︑
と
り
わ
け
だ
ま
す
こ
と
を
禁
じ
偽
り
を

な
く
す
よ
う
努
め
︵
尤
務
禁
詐
去
偽
︶︑︵
国
民
は
︶
幼
時
よ
り
教
育
を
受
け
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
規
範
を
立
て
︑
行
動
を
ひ
た
す
ら
誠
実
に
し
よ
う

と
す
る
︵
使
践
履
一
帰
誠
実
︶︒

こ
こ
に
は
中
国
へ
の
言
及
は
な
い
︒
だ
が
中
国
の
﹁
政
教
風
俗
﹂
を
強
く
批
判
し
た
郭
嵩
燾
の
こ
う
し
た
西
洋
称
賛
は
︑
佐
々
木
揚
が
い
う

よ
う
に
中
国
認
識
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う④
︒
後
述
す
る
知
識
人
た
ち
の
発
言
を
見
れ
ば
気
づ
く
よ
う
に
︑
こ
こ
で
郭
の
念
頭
に
あ
る
の
は
中
国
に

お
け
る
直
言
を
避
け
る
官
僚
︑
教
育
な
く
う
わ
べ
だ
け
謙
り
詐
偽
の
多
い
人
民
な
ど
︑
優
位
に
あ
る
西
洋
と
の
対
比
で
の
新
た
な
自
己
認
識
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

王
韜
︵
一
八
二
八
～
一
八
九
七
︶
は
︑
一
八
四
〇
年
代
末
か
ら
上
海
の
墨
海
書
館
で
宣
教
師
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
︵
W
alter
H
en
ry
M
ed
h
u
rst,
麦
都

思
︶
の
助
手
を
務
め
洗
礼
を
受
け
た
︒
香
港
の
英
華
書
院
に
い
た
宣
教
師
レ
ッ
グ
︵
Jam
es
L
eg
g
e
理
雅
各
︶
と
も
親
し
く
︑
一
八
六
七
年
か
ら

七
〇
年
ま
で
レ
ッ
グ
に
招
か
れ
英
国
に
滞
在
し
た
︒
一
八
七
〇
年
代
後
半
に
は
中
国
は
も
は
や
国
際
関
係
の
一
要
素
に
す
ぎ
ず
︑
列
強
に
対
抗
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す
る
に
は
機
器
だ
け
で
な
く
政
治
制
度
を
も
西
洋
に
学
ぶ
﹁
変
法
﹂
が
必
要
と
考
え
て
い
た
︒
こ
う
し
た
王
韜
の
経
歴
や
認
識
は
後
述
す
る
新

世
代
の
知
識
人
に
近
い
︒
だ
が
劉
錫
鴻
︑
郭
嵩
燾
と
同
世
代
の
王
韜
は
な
お
伝
統
的
文
明
観
の
枠
組
み
を
維
持
し
て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
伝
統

的
な
知
識
人
だ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
王
韜
は
︑
西
洋
の
政
治
制
度
は
中
国
で
﹁
失
伝
﹂
し
た
﹁
三
代
以
上
の
遺
意
﹂
を
継
承
す
る
も
の
と
考
え
て

い
た
︒
王
韜
は
伝
統
的
文
明
観
の
枠
内
で
中
華
＝
中
国
︑
夷
狄
＝
西
洋
と
い
う
華
夷
関
係
の
変
更
の
可
能
性
を
強
調
し
た
の
だ
っ
た⑤
︒
こ
の
た

ち
位
置
は
郭
嵩
燾
に
近
い
︒
こ
う
し
た
中
で
王
韜
が
一
八
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
初
め
に
書
い
た
﹃
弢
園
文
録
外
編
﹄︵
一
八
八
三
︶
の

諸
論
文
に
は
︑
日
清
戦
争
後
の
国
民
性
批
判
に
通
じ
る
自
己
認
識
が
見
出
せ
る
︒
例
え
ば
次
の
よ
う
に
い
う
︒

今
中
国
の
長
ず
る
所
は
ほ
か
に
な
い
︒
旧
習
を
守
っ
て
改
め
な
い
こ
と
︵
因
循
︶︑
い
い
加
減
な
こ
と
︵
苟
且
︶︑
隠
し
ご
と
を
す
る
こ
と
︵
蒙
蔽
︶︑
う
わ

べ
を
飾
る
こ
と
︵
粉
飾
︶︑
欲
張
り
で
人
を
欺
く
こ
と
︵
貪
罔
︶︑
う
ぬ
ぼ
れ
る
こ
と
︵
虚
驕
︶︑
媚
び
へ
つ
ら
い
を
喜
び
直
言
を
憎
む
こ
と
︵
喜
貢
諛
悪
直

言
︶︑
財
物
を
好
み
互
い
に
利
を
求
め
る
こ
と
︵
好
貨
財
彼
此
交
征
利
︶
で
あ
る⑥
︒

こ
の
中
国
人
の
保
守
性
︑
怠
惰
性
︑
虚
偽
性
︑
利
己
性
︑
傲
慢
性
︑
卑
屈
性
︑
貪
欲
性
な
ど
の
指
摘
は
︑﹃
弢
園
文
録
外
編
﹄
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
も
の
で
︑
王
韜
が
こ
れ
ら
を
中
国
人
の
性
格
と
し
て
強
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

以
上
︑
洋
務
運
動
以
前
に
青
年
期
の
思
想
形
成
を
遂
げ
た
知
識
人
に
は
︑
一
八
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
初
め
︑
ま
だ
文
明
観
の
転
換

は
見
出
せ
な
い
が
︑
伝
統
的
文
明
観
の
枠
内
で
の
西
洋
の
中
華
へ
の
接
近
︑
さ
ら
に
華
夷
逆
転
と
い
う
変
動
が
見
出
せ
る
︒
こ
の
過
程
で
郭
嵩

燾
や
王
韜
に
は
︑
日
清
戦
争
後
の
否
定
的
な
国
民
性
認
識
に
つ
な
が
る
新
た
な
自
己
認
識
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

第
二
節

文
明
観
の
転
換
と
新
た
な
自
己
認
識

張
徳
彝
︑
鍾
天
緯
︑
鄭
観
応

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
知
識
人
と
は
異
な
り
︑
洋
務
運
動
期
に
西
洋
人
と
の
交
流
や
新
式
教
育
の
下
で
思
想
形
成
を
遂
げ
︑
伝
統
的
文
明
観
か
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ら
相
対
的
に
自
由
だ
っ
た
新
世
代
の
知
識
人
の
中
に
は
︑
伝
統
的
文
明
観
か
ら
中
西
文
明
を
異
質
な
文
明
と
見
る
新
た
な
文
明
観
へ
の
転
換
を

遂
げ
る
と
と
も
に
︑
日
清
戦
争
後
の
国
民
性
批
判
に
つ
な
が
る
自
己
認
識
を
示
す
者
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
以
下
︑
そ
う
し
た
事
例
と

し
て
張
徳
彝
︑
鍾
天
緯
お
よ
び
鄭
観
応
を
と
り
あ
げ
る
︒

張
徳
彝
︵
一
八
四
七

一
九
一
九
︶
は
︑
京
師
同
文
館
︵
一
八
六
二
︶
の
一
期
生
と
し
て
英
国
宣
教
師
フ
ラ
イ
ヤ
ー
︵
Joh
n
F
ry
er,
傅
蘭
雅
︶
や

﹃
万
国
公
法
﹄
を
翻
訳
し
た
米
国
宣
教
師
マ
ー
チ
ン
︵
W
illiam

A
.
P
.
M
artin
,
丁
韙
良
︶
ら
に
三
年
間
英
語
を
学
び
︑
八
度
の
出
使
を
経
験
し

た
︒
張
徳
彝
は
︑
初
期
の
出
使
で
す
で
に
西
洋
中
心
の
世
界
の
中
で
伝
統
的
文
明
観
に
依
拠
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
認
識
し
︑
中
国
文
明
と
は

異
質
で
そ
れ
よ
り
優
位
に
あ
る
西
洋
文
明
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
︒
フ
ラ
ン
ス
へ
の
出
使
︵
一
八
七
〇

七
二
︶
で
は
︑
十
九
世
紀
西
洋
人
の
西

洋
中
心
の
文
明
観
に
直
に
触
れ
︑
儒
教
的
価
値
観
を
絶
対
視
せ
ず
﹁
天
下
各
国
﹂
に
固
有
の
価
値
観
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る⑦
︒
そ
し
て
郭

嵩
燾
に
随
行
し
た
際
︵
一
八
七
七

七
九
︶
の
日
記
﹃
四
述
奇
﹄︵
一
八
八
三
︶
で
は
︑
西
洋
人
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

彝
が
四
回
に
わ
た
っ
て
西
洋
に
や
っ
て
き
て
︑
西
洋
人
の
性
質
を
仔
細
に
観
察
し
た
と
こ
ろ
︑︵
西
洋
人
は
︶
は
き
は
き
し
て
い
る
の
を
喜
び
︵
喜
爽
直
︶︑

曖
昧
を
憎
み
︵
悪
含
混
︶︑
敏
捷
を
愛
し
︵
愛
敏
捷
︶︑
遅
延
を
嫌
う
︵
厭
遅
延
︶︒
も
の
ご
と
を
議
論
す
る
際
に
は
自
由
に
主
張
を
述
べ
て
よ
く
︵
可
揮
洒

自
如
︶︑
遠
慮
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︵
客
気
之
話
不
宜
有
︶︒
道
理
に
適
っ
て
さ
え
い
れ
ば
自
己
の
主
張
を
通
し
て
い
い
の
だ
︵
事
既
有
理
足
伸
己
意⑧
︶︒

人
は
と
て
も
誠
実
で
︵
頗
誠
実
︶︑
う
わ
べ
だ
け
飾
る
こ
と
を
尊
ば
ず
︵
不
尚
虚
文
︶︑
職
務
が
あ
れ
ば
そ
の
任
務
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
怠
け
る
こ
と

は
な
く
︵
終
其
事
而
不
惰
︶︑
約
束
や
命
令
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
固
く
守
っ
て
背
か
な
い
︵
守
其
法
而
不
渝
︶︒
是
非
を
論
じ
て
甚
だ
的
確
で
あ
り
︵
是
非
論

之
甚
確
︶︑
利
害
を
弁
じ
て
甚
だ
明
晰
で
あ
る
︵
利
害
辨
之
甚
明
︶︒﹇
中
略
﹈
う
わ
べ
だ
け
丁
寧
を
装
う
こ
と
を
せ
ず
︵
不
偽
為
慇
懃
︶︑
こ
と
さ
ら
に
謙

る
こ
と
を
し
な
い
︵
不
故
為
謙
譲⑨
︶
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こ
こ
で
張
徳
彝
は
︑
西
洋
人
に
お
け
る
率
直
性
︑
自
由
な
議
論
の
尊
重
︑
道
理
の
重
視
︑
誠
実
性
︑
勤
勉
性
︑
約
束
の
堅
守
︑
是
非
・
利
害

判
断
の
的
確
さ
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
記
述
は
み
な
中
西
比
較
の
形
を
と
ら
ず
︑
西
洋
人
の
性
格
に
つ
い
て
西
洋
人
は
︿
Ａ
し
な

い
﹀︑︿
Ａ
で
な
い
﹀︑︿
Ｂ
を
喜
び
︵
愛
し
︶
Ａ
を
憎
む
︵
嫌
う
︶
﹀︑︿
Ｂ
で
あ
り
Ａ
で
な
い
﹀
な
ど
の
形
式
で
述
べ
て
お
り
︑
一
見
中
国
人
に
は

触
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
だ
が
前
述
の
王
韜
や
後
述
す
る
鍾
天
緯
︑
鄭
観
応
ら
の
記
述
と
対
照
す
れ
ば
気
づ
く
よ
う
に
︑︿
Ａ
し
な
い
﹀

︿
Ａ
で
な
い
﹀︿
Ａ
を
憎
む
︵
嫌
う
︶
﹀
の
Ａ
は
︑
明
ら
か
に
中
国
人
の
性
格
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
出
使
随
員
の
立
場
に
あ

っ
た
張
徳
彝
は
郭
嵩
燾
と
同
様
︑
中
国
人
へ
の
否
定
的
評
価
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
彼
は
西
洋
人
と
の
対
比
で
中
国
人
に
曖
昧
性
︑
時
間

観
念
の
欠
如
︑
自
己
抑
制
︑
虚
偽
性
︑
怠
惰
性
︑
虚
飾
性
︑
卑
屈
性
な
ど
を
見
出
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

鍾
天
緯
︵
一
八
四
〇

一
九
〇
一
︶
は
︑
一
八
七
二
年
か
ら
上
海
広
方
言
館
で
米
国
宣
教
師
ア
レ
ン
︵
Y
ou
n
g
J.A
llen
,
林
楽
知
︶
に
三
年
間
英

語
を
学
び
︑
出
使
徳
国
大
臣
李
鳳
苞
の
随
員
と
し
て
ド
イ
ツ
に
出
使
︵
一
八
八
〇

八
一
︶
し
た
︒
帰
国
後
は
江
南
製
造
局
翻
訳
館
で
フ
ラ
イ

ヤ
ー
ら
と
と
も
に
西
洋
書
翻
訳
に
従
事
し
︑
王
韜
が
院
長
を
務
め
て
い
た
格
致
書
院
と
も
関
わ
り
が
深
か
っ
た
︒
鍾
天
緯
は
出
使
前
す
で
に

﹁
一
統
の
天
下
﹂
は
﹁
列
国
の
天
下
﹂
に
変
じ
﹁
千
古
未
曾
有
の
局
面
が
開
け
世
界
が
一
つ
に
な
る
兆
候
が
現
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
︑
も
は
や

華
夷
的
秩
序
観
に
よ
っ
て
世
界
を
捉
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
︒
出
使
期
に
は
西
洋
各
国
の
繁
栄
の
原
因
を
探
求
す

る
中
で
伝
統
的
文
明
観
か
ら
の
転
換
を
遂
げ
︑
西
洋
文
明
の
優
位
を
認
め
中
西
文
明
の
根
底
に
中
国
人
と
西
洋
人
の
異
な
る
性
格
・
価
値
観
が

存
在
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る⑩
︒
鍾
天
緯
は
出
使
期
の
私
的
な
書
簡
﹁
与
程
禧
之
書
﹂
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︵
引
用
文
中
の

傍
線
部
と
記
号
に
つ
い
て
は
後
述
︶
︒

総
じ
て
い
え
ば
︑︵
ｂ
︶
西
洋
人
の
性
格
は
︑
動
態
を
好
み
︵
西
人
之
性
好
動
︶︑
動
的
で
あ
れ
ば
勤
勉
で
あ
り
︑
勤
勉
で
あ
れ
ば
奮
発
し
︑
改
革
す
る
こ

と
を
好
む
︵
動
則
勤
︑
勤
則
奮
発
︑
而
好
為
更
張
︶︒︵
ｇ
︶
学
問
と
は
遅
れ
た
者
が
先
行
す
る
者
を
追
い
越
す
も
の
だ
と
見
な
し
︑
常
に
先
人
に
勝
つ
こ

と
を
追
求
し
︵
視
学
問
為
後
来
居
上
︑
往
往
求
勝
前
人
︶︑︵
ｃ
︶
旧
を
嫌
い
新
を
喜
ぶ
︵
厭
故
喜
新
︶︒﹇
中
略
﹈
そ
の
結
果
︑
人
心
は
も
と
よ
り
日
々
活
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気
づ
き
成
功
を
収
め
︑︵
ｅ
︶
国
勢
も
い
な
が
ら
に
し
て
強
大
と
な
る
︵
国
勢
亦
坐
成
強
大
︶︒
一
方
︑︵
ａ
︶
中
国
人
の
性
格
は
︑
静
態
を
好
み
︵
華
人
之

性
好
静
︶︑
静
的
で
あ
れ
ば
怠
惰
で
あ
り
︑
怠
惰
で
あ
れ
ば
自
己
を
抑
制
し
︑
有
為
を
憚
る
︵
静
則
懶
︑
懶
則
自
画
而
憚
於
有
為
︶︒︵
ｄ
︶
古
人
に
は
決
し

て
及
ば
な
い
と
考
え
︵
視
古
人
為
万
不
可
及
︶︑︵
ｈ
︶
常
に
成
法
を
墨
守
し
て
情
況
に
応
じ
て
改
変
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
︵
往
往
墨
守
成
法
︑
不
知
変

通
︶︒
謙
遜
の
美
徳
は
あ
る
と
は
い
え
︑
実
は
衰
弱
の
兆
し
が
潜
ん
で
い
る
︵
雖
有
謙
遜
之
美
︑
実
伏
衰
弱
之
機
︶︒
そ
の
結
果
︑︵
ｆ
︶
人
心
は
衰
え
国
勢

も
振
る
わ
な
い
︵
人
心
因
之
委
靡
︑
国
勢
亦
於
焉
不
振⑪
︶︒

や
は
り
出
使
期
に
書
か
れ
た
﹁
総
論
時
勢
﹂︵
一
八
八
〇

八
一
︶
で
は
︑
西
洋
と
中
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
比
較
し
︑
西
洋
で
は
君
主
の
権

威
は
民
意
に
も
と
づ
く
の
で
︑
議
会
︑
裁
判
︑
選
挙
︑
新
聞
な
ど
を
通
じ
て
﹁
国
中
の
君
臣
上
下
を
一
体
化
す
る
﹂︵
合
通
国
之
君
臣
上
下⑫
︶
の

に
対
し
︑
中
国
で
は
﹁
政
治
上
の
権
力
が
皇
帝
一
人
に
独
占
さ
れ
﹂︵
撡
政
柄
於
一
人
︶
て
い
る
の
で
︑
民
心
は
バ
ラ
バ
ラ
で
﹁
家
毎
に
勝
手
に

ふ
る
ま
い
︑
人
そ
れ
ぞ
れ
考
え
が
違
っ
て
い
る
﹂︵
家
自
為
政
︑
人
各
有
心⑬
︶
と
指
摘
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
鍾
天
緯
は
西
洋
人
と
中
国
人
の
性
格
を
全
面
的
に
考
察
し
︑
西
洋
の
富
強
と
中
国
の
衰
退
の
原
因
と
し
て
︑
西
洋
人
に
お
け
る

動
態
志
向
ゆ
え
の
勤
勉
性
︑
積
極
性
︑
革
新
性
︑
進
取
性
︑
進
歩
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
︑
中
国
人
に
お
け
る
静
態
志
向
ゆ
え
の
怠
惰
性
︑

消
極
性
・
自
己
抑
制
︑
尚
古
性
︑
保
守
性
︑
卑
屈
性
︑
利
己
性
を
批
判
す
る
︒
鍾
天
緯
は
︑
儒
教
的
価
値
観
と
は
異
質
な
西
洋
人
の
主
体
的
積

極
的
な
あ
り
方
を
中
国
の
富
強
化
に
も
適
合
的
な
価
値
観
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
︒

鄭
観
応
︵
一
八
四
二

一
九
二
二
︶
は
︑
一
八
五
八
年
に
童
試
に
失
敗
し
上
海
で
買
弁
と
な
る
︒
一
八
六
八
年
か
ら
英
華
書
館
の
夜
学
で
フ
ラ

イ
ヤ
ー
に
二
年
間
英
語
を
学
び
︑
外
国
人
と
の
接
触
や
英
字
新
聞
か
ら
西
洋
情
報
を
収
集
す
る
中
で
︑
時
事
論
文
を
執
筆
す
る
よ
う
に
な
る⑭
︒

一
八
七
〇
年
代
の
論
文
を
集
め
た
﹃
易
言
﹄︵
一
八
八
〇
︶
で
は
︑﹁
郡
県
の
天
下
﹂
か
ら
﹁
華
夷
連
属
の
天
下
﹂
へ
の
変
化
を
指
摘
し
︑
自
ら

を
中
華
︑
周
囲
を
夷
狄
と
見
な
す
華
夷
的
秩
序
観
を
否
定
す
る
と
と
も
に
︑﹁
中
国
は
万
国
の
一
つ
﹂
と
し
て
万
国
公
法
の
枠
組
み
に
参
与
す

る
こ
と
を
主
張
し
た⑮
︒
そ
し
て
一
八
八
〇
年
代
後
半
の
論
文
を
ま
と
め
た
﹃
盛
世
危
言
﹄︵
一
八
九
四
︑
日
清
戦
争
直
前
刊
︑
五
巻
本
︶
の
教
養
篇
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で
は
︑
世
界
は
狩
猟
段
階
︑
耕
牧
段
階
そ
し
て
格
致
段
階
へ
と
発
展
す
る
と
の
見
方
を
示
し
た
︒
鄭
観
応
に
よ
れ
ば
︑
中
国
は
耕
牧
段
階
ま
で

に
﹁
三
代
﹂
の
隆
盛
を
達
成
し
﹁
教
養
の
道
﹂
を
確
立
し
た
が
後
世
そ
れ
は
衰
退
し
︑
西
洋
は
そ
の
﹁
教
養
の
道
﹂
を
継
承
し
て
農
商
業
を
発

達
さ
せ
格
致
段
階
に
達
し
た
と
さ
れ
る⑯
︒
す
な
わ
ち
中
国
が
西
洋
よ
り
優
れ
て
い
た
の
は
耕
牧
段
階
ま
で
で
︑
格
致
段
階
に
は
西
洋
が
先
に
到

達
し
た
と
し
て
︑
中
西
文
明
の
異
質
性
が
発
展
段
階
差
︵
中
国
＝
農
業
国
家
︑
西
洋
=
商
業
国
家
︶
と
見
な
さ
れ
て
い
た⑰
︒
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
文

明
観
か
ら
の
転
換
に
よ
り
︑﹃
盛
世
危
言
﹄
で
は
中
西
比
較
の
形
式
を
と
る
か
い
な
か
に
関
わ
ら
ず
︑
中
国
文
化
が
西
洋
文
化
を
念
頭
に
批
判

さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
教
養
篇
で
は
中
国
人
の
伝
統
的
性
格
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
︒

︵
中
国
で
は
︶
今
日
時
事
は
日
々
悪
い
方
向
へ
す
す
み
︑
国
勢
は
益
々
逼
迫
し
︑
外
か
ら
は
強
大
な
隣
国
に
環
視
さ
れ
︑
内
で
は
潜
伏
す
る
匪
賊
が
憂
慮

す
べ
き
状
態
に
あ
る
︒
も
し
こ
れ
ま
で
通
り
に
旧
習
を
守
り
改
め
ず
︵
因
循
︶︑
い
い
加
減
で
あ
り
︵
苟
且
︶︑
う
わ
べ
を
飾
り
︵
粉
飾
︶︑
人
を
欺
き
︵
欺

蒙
︶︑
ま
た
そ
の
う
え
上
下
心
を
合
わ
せ
︑
国
を
安
定
さ
せ
る
よ
う
努
め
︑
速
や
か
に
民
を
教
え
育
て
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
︵
不
上
下
一
心
︑
力
為
図
治
︑

亟
行
教
養
︶︑
ど
う
し
て
後
日
の
惨
状
を
言
う
こ
と
に
耐
え
ら
れ
よ
う
か⑱
︒

日
報
下
篇
で
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

中
国
で
は
古
法
に
拘
泥
し
︵
泥
守
古
法
︶︑
忌
諱
す
る
こ
と
が
多
い
︵
多
所
忌
諱
︶︒
情
実
に
と
ら
わ
れ
︵
従
情
面
︶︑
報
復
を
お
こ
な
い
︵
行
報
復
︶︑
事

実
を
曲
げ
て
そ
の
私
図
を
!
し
く
し
︵
深
文
曲
筆
︑
以
!
其
私
図
︶︑
お
も
ね
り
従
う
こ
と
が
習
慣
と
な
り
︵
唯
諾
成
風
︶︑﹇
中
略
﹈
み
な
職
務
を
ほ
っ
た

ら
か
す
︵
皆
為
曠
職
︶︒
故
に
中
原
の
利
益
は
開
発
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
民
情
も
ま
た
上
達
さ
れ
ず
︵
民
情
亦
不
能
上
達
︶︑
告
諭
も
ま
た
周
知
さ
れ
な

い⑲
︒
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典
礼
上
篇
で
は
中
国
の
礼
儀
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

︵
中
国
で
は
︶
そ
こ
に
真
心
か
ら
の
敬
意
を
蔵
す
る
か
を
問
わ
ず
︑
た
だ
う
わ
べ
だ
け
謙
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
を
も
と
め
る
だ
け
で
︵
徒
責
其
外
貌
卑
抑

之
虚
文
︶︑
誰
も
か
れ
も
う
わ
べ
を
飾
っ
て
応
接
す
る
︵
是
相
率
而
以
偽
接
︶︒﹇
中
略
﹈
或
い
は
表
面
で
は
媚
び
へ
つ
ら
う
が
︵
或
面
呈
巧
令
︶︑
蔭
で
は

非
難
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
︑
或
い
は
表
向
き
は
過
度
に
恭
し
く
し
て
も
︵
或
外
作
足
恭
︶︑
心
中
で
は
そ
し
り
ひ
ど
く
軽
蔑
す
る
︒﹇
中
略
﹈
西
洋
の
礼
儀

は
︑
世
俗
の
礼
儀
を
軽
ん
じ
お
ろ
そ
か
に
し
傲
慢
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
し
か
し
そ
の
う
わ
べ
だ
け
の
飾
り
を
取
り
去
る
の
で
︵
然
去
其
虚
文
之
偽
︶︑
必
ず

そ
の
真
誠
を
あ
り
の
ま
ま
に
あ
ら
わ
す
︵
必
流
露
其
真
誠⑳
︶︒

こ
の
よ
う
に
鄭
観
応
に
お
い
て
は
︑
中
国
人
の
伝
統
的
な
保
守
性
︑
怠
惰
性
︑
虚
偽
性
︑
欺
瞞
性
︑
卑
屈
性
な
ど
が
前
述
の
知
識
人
た
ち
と

ほ
ぼ
同
様
に
指
摘
さ
れ
︑
さ
ら
に
教
育
の
軽
視
に
よ
る
愚
昧
性㉑
︑
纏
足
や
牢
獄
の
残
虐
性㉒
に
も
指
摘
が
及
ん
で
い
る
︒

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
日
清
戦
争
後
の
梁
啓
超
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国
民
性
認
識
は
決
し
て
日
清
戦
争
を
経
て
は
じ
め
て
生
み
出
さ
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
一
八
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
清
末
の
先
進
的
知
識
人
が
伝
統
的
文
明
観
か
ら
転
換
を
遂
げ

る
過
程
で
︑
自
ら
を
文
明
化
さ
れ
た
中
華
の
民
と
見
な
す
伝
統
的
自
己
認
識
に
代
わ
る
新
た
な
自
己
認
識
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒

こ
う
し
た
新
た
な
自
己
認
識
に
は
︑
知
識
人
の
文
明
観
転
換
や
西
洋
体
験
の
程
度
に
よ
っ
て
一
定
の
幅
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し

そ
れ
ら
は
総
じ
て
西
洋
人
を
肯
定
的
に
捉
え
︑
そ
の
革
新
性
︑
進
取
性
︑
積
極
性
︑
勤
勉
性
︑
誠
実
性
︑
利
己
利
他
性
等
を
指
摘
す
る
一
方
で
︑

中
国
人
を
否
定
的
に
捉
え
︑
そ
の
保
守
性
︑
消
極
性
︑
怠
惰
性
︑
虚
偽
性
︑
卑
屈
性
︑
利
己
性
等
を
批
判
す
る
点
で
︑
き
わ
め
て
類
似
し
て
い

た
の
で
あ
る
︒

①

﹁
海
国
四
説
序
﹂
梁
廷
枏
﹃
海
国
四
説
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
九
三
年
︑
二
頁
︒

②

﹃
文
明
観
﹄
第
二
章
第
一
節
︑
三
四
-
四
三
頁
︒

③

﹃
文
明
観
﹄
第
二
章
第
二
節
︑
二
︑
五
六
-
六
八
頁
︒

④

﹃
郭
嵩
燾
日
記
﹄
第
三
巻
︑
湖
南
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︑
光
緒
三
年
一
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二
月
一
八
日
︑
三
九
三
頁
︒
佐
々
木
揚
﹃
清
末
中
国
に
お
け
る
日
本
観
と
西
洋

観
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
第
二
章
︑
一
四
四
︑
一
四
五
頁
︒

⑤

佐
藤
慎
一
﹁﹃
清
末
啓
蒙
思
想
﹄
の
成
立
⑴
⑵
﹂︵﹃
国
家
学
会
雑
誌
﹄
九
二
巻

五
・
六
号
︑
一
九
七
九
年
︑
九
三
巻
一
・
二
号
︑
一
九
八
〇
年
︶
一
章
︑
一
節
Ⅲ

Ⅳ
︒

⑥

王
韜
﹃
弢
園
文
録
外
編
﹄
上
海
書
店
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
変
法
中
︑
一
一
︑

一
二
頁
︒
同
様
の
記
述
は
変
法
上
︑
一
〇
頁
︑
変
法
自
強
下
︑
三
三
頁
︑
尚
簡
︑

三
八
︑
三
九
頁
な
ど
に
見
え
る
︒

⑦

﹃
文
明
観
﹄
第
三
章
第
二
節
︑
一
〇
五
-
一
一
九
頁
︒

⑧

﹃
劉
錫
鴻
・
英
軺
私
記

張
徳
彝
・
随
使
英
俄
記
﹄
走
向
世
界
叢
書
︑
岳
麓
書

社
︑
一
九
八
六
年
︑
光
緒
四
年
一
一
月
七
日
︑
六
三
六
頁
︒

⑨

﹃
劉
錫
鴻
・
英
軺
私
記

張
徳
彝
・
随
使
英
俄
記
﹄
光
緒
三
年
九
月
一
八
日
︑

四
八
九
頁
︒

⑩

﹃
文
明
観
﹄
第
三
章
第
三
節
︑
一
三
七
-
一
三
八
頁
︑
一
四
二
-
一
四
七
頁
︒

⑪

﹁
与
程
禧
之
書
﹂
鍾
天
緯
撰
﹃
刖
足
集
﹄︵
内
篇
一
巻
︑
光
緒
二
七
年
︵
一
九
〇

一
︶
刻
本
︑
外
篇
一
巻
︑
民
国
二
一
年
︵
一
九
三
二
︶
女
鏡
芙
鉛
印
本
︑
上
海
図

書
館
蔵
︶
外
篇
八
三
葉
左
︒
な
お
﹃
刖
足
集
﹄
内
篇
所
収
の
﹁
与
程
禧
芝
書
﹂
と

内
容
が
異
な
る
︒

⑫

﹁
総
論
時
勢
﹂﹃
刖
足
集
﹄
内
篇
三
四
葉
左
︒

⑬

﹁
総
論
時
勢
﹂﹃
刖
足
集
﹄
内
篇
三
五
葉
右
︒

⑭

夏
東
元
﹃
鄭
観
応
伝
﹄
修
訂
本
︑
華
東
師
範
大
学
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
︑
第

一
章
六
頁
︒

⑮

佐
藤
慎
一
﹁
鄭
観
応
に
つ
い
て
﹂
⑴
⑵
⑶
︵﹃
法
学
﹄
四
七
巻
四
号
︑
一
九
八

三
年
︑
四
八
巻
四
号
︑
一
九
八
四
年
︑
四
九
巻
二
号
︑
一
九
八
五
年
︶
二
﹁
初
期

の
枠
組
﹂︒

⑯

﹃
鄭
観
応
集
﹄︵
以
下
﹃
鄭
﹄︶
上
冊
︑
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︑﹃
盛

世
危
言
﹄︵
以
下
﹃
盛
﹄︶
教
養
︑
四
七
九
-
四
八
一
頁
︒
な
お
﹃
鄭
﹄
所
収
の

﹃
盛
﹄
は
一
八
九
四
年
刊
五
巻
本
を
基
礎
に
一
八
九
五
年
刊
一
四
巻
本
︑
一
九
〇

〇
年
刊
八
巻
本
の
増
補
部
分
を
加
え
て
い
る
︒
本
稿
の
引
用
に
は
一
四
巻
本
増
補

部
分
も
含
む
た
め
︑
そ
の
場
合
は
引
用
頁
数
末
尾
に
︵
一
四
巻
本
︶
と
注
記
す
る
︒

⑰

発
展
段
階
差
の
指
摘
は
︑
佐
藤
﹁
鄭
観
応
に
つ
い
て
﹂
四
﹁﹃
盛
世
危
言
﹄﹂
を

参
照
︒

⑱

﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
教
養
︑
四
八
一
頁
︒

⑲

﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
日
報
下
︑
三
五
〇
頁
︵
一
四
巻
本
︶︒

⑳

﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
典
礼
上
︑
三
七
五
︑
三
七
六
頁
︵
一
四
巻
本
︶︒

㉑

﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
教
養
︑
四
八
〇
︑
四
八
一
頁
︒

㉒

﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
女
教
︑
二
八
八
頁
︑
獄
囚
︑
五
〇
五
︑
五
〇
六
頁
︒

第
二
章

宣
教
師
の
中
国
国
民
性
批
判

第
一
節

西
洋
近
代
の
中
国
国
民
性
認
識

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
文
明
観
転
換
に
と
も
な
う
新
た
な
自
己
認
識
は
︑
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
知
識
人
が
西
洋

清末中国の文明観転換と自己認識（手代木）
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人
や
西
洋
社
会
へ
の
観
察
を
通
じ
て
︑
西
洋
と
中
国
を
比
較
検
討
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
︑
彼
ら
に
共
通
す
る
西
洋
の
富
強
︑
中
国
の

衰
退
と
い
う
情
況
認
識
か
ら
す
れ
ば
︑
西
洋
人
が
肯
定
的
に
︑
中
国
人
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
は
西

洋
文
明
が
中
国
文
明
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
模
索
し
は
じ
め
た
ば
か
り
で
あ
り
︑
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
西
洋
人
と
中
国
人
を
比
較
す
る

観
点
や
評
価
の
仕
方
は
も
っ
と
多
様
で
あ
っ
て
い
い
は
ず
で
あ
ろ
う
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
知
識
人
た
ち
の
新
た
な
自
己
認
識
は
不
自
然
な
ほ

ど
類
似
し
て
い
た
︒
こ
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
こ
う
し
た
新
た
な
自
己
認
識
が
西
洋
人
の
発

言
や
新
聞
記
事
の
影
響
を
受
け
て
い
た
様
子
が
し
ば
し
ば
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
王
韜
は
次
の
よ
う
に
い
う
︒

彼
︵
西
洋
人
を
指
す
︑
手
代
木
注
︶
が
か
つ
て
言
っ
た
︒﹁
中
国
は
大
き
い
が
上
下
と
も
に
騙
し
合
い
︵
上
下
相
蒙
︶︑
政
治
は
賄
賂
に
よ
っ
て
な
さ
れ
︑

言
う
こ
と
と
行
わ
れ
る
こ
と
は
全
く
違
い
︑
お
ご
り
高
ぶ
る
が
︵
矜
誇
自
大
︶
少
し
も
中
身
が
な
い
︵
漫
無
実
際
︶︒
朝
廷
は
督
撫
に
命
じ
る
け
れ
ど
も
︑

督
撫
は
必
ず
し
も
そ
の
命
を
実
行
せ
ず
﹇
中
略
﹈︵
命
令
は
︶
無
用
の
も
の
に
等
し
く
形
式
だ
け
で
内
容
の
な
い
文
章
と
み
な
さ
れ
る
︒
旧
習
を
守
っ
て
改

め
ず
︵
因
循
︶︑
い
い
加
減
で
︵
苟
且
︶︑
う
わ
べ
を
飾
り
︵
粉
飾
︶︑
隠
蔽
す
る
︵
錮
蔽①
︶﹂︒

こ
こ
で
の
﹁
相
蒙
﹂﹁
矜
誇
自
大
﹂﹁
因
循
﹂﹁
苟
且
﹂﹁
粉
飾
﹂﹁
錮
蔽
﹂
な
ど
西
洋
人
に
よ
る
中
国
人
の
性
格
へ
の
批
判
は
︑
さ
き
に
見
た

王
韜
の
発
言
と
重
な
り
彼
が
西
洋
人
の
発
言
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
ま
た
鄭
観
応
の
場
合
も
︑
中
国
人
の
性
格
へ
の

批
判
が
﹁
西
人
謂
﹂﹁
泰
西
日
報
嘗
謂②
﹂
な
ど
と
西
洋
人
に
よ
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
︒
王
韜
と
鄭
観
応
は
︑
当
時
と

し
て
は
例
外
的
に
西
洋
人
と
の
関
わ
り
が
深
く
︑
西
洋
人
と
の
会
話
や
新
聞
記
事
を
通
し
て
彼
ら
の
中
国
人
に
関
す
る
言
説
に
ふ
れ
る
機
会
は

少
な
く
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
︒
そ
れ
は
新
式
学
校
で
宣
教
師
に
学
び
外
国
出
使
を
経
験
し
た
張
徳
彝
︑
鍾
天
緯
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
中
国
に
西
洋
情
報
を
も
た
ら
し
た
十
九
世
紀
の
西
洋
人
は
中
国
人
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
彼
ら
に
は
清

末
の
知
識
人
に
類
似
し
た
自
己
認
識
を
形
成
さ
せ
る
よ
う
な
共
通
の
中
国
認
識
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
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サ
イ
ー
ド
の
影
響
を
受
け
て
構
想
さ
れ
た
周
寧
の
研
究
は
︑
西
洋
近
代
の
中
国
認
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒
西
洋
近
代
は
東
洋

と
西
洋
︑﹁
野
蛮
﹂
と
﹁
文
明
﹂
と
い
う
二
元
対
立
の
世
界
観
念
秩
序
の
中
で
︑
中
国
＝
野
蛮
と
い
う
現
実
と
は
異
な
る
虚
構
の
幻
象
を
構
築

し
︑
中
国
形
象
を
否
定
さ
れ
る
他
者
と
す
る
こ
と
で
西
洋
近
代
を
﹁
文
明
﹂
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
た
︒
こ
う
し
た
否
定
的
中
国

形
象
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
は
じ
ま
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
︑
ヘ
ル
ダ
ー
を
経
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
︒
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
中
国
国

民
性
の
本
質
は
皇
帝
専
制
下
で
形
成
さ
れ
た
奴
性
と
さ
れ
︑
中
国
人
は
低
劣
・
敗
落
で
あ
り
︑
栄
誉
感
が
な
く
︑
自
卑
・
自
賤
で
あ
り
︑
進

取
・
抗
争
が
な
く
︑
軟
弱
で
服
従
し
︑
知
識
な
く
迷
信
し
︑
真
誠
・
友
情
が
な
く
︑
陰
謀
・
詐
欺
が
多
い
な
ど
の
性
格
が
指
摘
さ
れ
た
︒
そ
し

て
こ
う
し
た
中
国
人
の
怠
惰
性
︑
消
極
性
︑
保
守
性
︑
卑
屈
性
︑
虚
偽
性
を
強
調
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
方
は
︑
十
九
世
紀
西
洋
の
中
国
国
民
性

認
識
を
確
立
す
る
も
の
だ
っ
た③
︒
こ
う
し
た
周
寧
の
指
摘
は
︑
前
述
の
清
末
知
識
人
の
自
己
認
識
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
︒

第
二
節

宣
教
師
の
漢
文
著
作
と
そ
の
中
国
国
民
性
批
判

周
寧
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
十
九
世
紀
西
洋
の
中
国
国
民
性
認
識
は
︑
宣
教
師
を
通
じ
て
ア
ヘ
ン
戦
争
前
後
か
ら
徐
々
に
知
識
人
に
影

響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
一
八
五
〇
年
代
初
期
か
ら
宣
教
師
ハ
ン
バ
ー
グ
︵
T
h
eod
ore
H
am
b
erg
,
韓
山
明
︶
と

深
く
関
わ
り
の
ち
に
太
平
天
国
の
指
導
者
と
な
っ
た
洪
仁
玕
は
︑﹃
資
政
新
篇
﹄︵
一
八
五
九
︶
で
中
国
人
の
贅
沢
な
祭
礼
・
儀
礼
︑
風
水
・
迷

信
︑
纏
足
︑
賭
博
︑
奴
隷
売
買
︑
ア
ヘ
ン
吸
飲
︑
あ
る
い
は
連
座
制
や
酷
刑
を
否
定
的
に
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
記
述
は
十
九
世
紀
西
洋

の
中
国
国
民
性
認
識
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い④
︒
王
韜
の
﹃
弢
園
文
録
外
編
﹄
で
の
中
国
人
認
識
も
︑
一
八
四
〇
年
代
末
以
降

の
宣
教
師
と
の
親
交
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

新
た
な
自
己
認
識
の
形
成
が
初
期
に
お
い
て
宣
教
師
ら
西
洋
人
の
発
言
や
新
聞
記
事
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
︒
も
っ
と
も
そ
う
し
た
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
限
ら
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
中
で
新
た
な
自
己
認
識
が
知
識
人
に
広

が
っ
て
い
く
う
え
で
大
き
な
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
︑
宣
教
師
ら
西
洋
人
に
よ
り
中
国
国
民
性
批
判
の
漢
文
著
作
が
書
か
れ
︑
そ
れ
ら
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が
宣
教
師
に
よ
っ
て
精
力
的
に
出
版
・
普
及
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
︒

そ
う
し
た
漢
文
著
作
の
初
期
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
︑
宣
教
師
の
著
作
で
は
な
く
総
税
務
司
ハ
ー
ト
︵
S
ir
R
ob
ert
H
art,
赫
徳
︶
が

一
八
六
五
年
に
総
理
衙
門
に
提
出
し
︑
翌
六
六
年
ウ
ェ
ー
ド
︵
S
ir
T
h
om
as
F
.
W
ad
e,
威
妥
瑪
︶
の
﹁
新
議
略
論
﹂
と
と
も
に
地
方
大
官
に
提

示
さ
れ
た
﹁
局
外
傍
観
論
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
局
外
傍
観
論
﹂
に
お
い
て
︑
ハ
ー
ト
は
中
国
内
政
の
実
態
を
批
判
し
て
︑
律
例
は
本
来
よ
く
で

き
て
い
る
が
実
際
の
運
用
は
旧
習
を
守
っ
て
改
め
ず
︵
因
循
︶
︑
外
省
か
ら
赴
任
し
て
き
た
地
方
官
は
職
を
全
う
す
る
よ
り
私
利
を
営
む
︵
営

私
︶
と
す
る
︒
ま
た
正
規
兵
と
義
勇
兵
は
千
万
百
万
と
さ
れ
る
が
実
際
は
大
半
が
老
人
弱
者
や
愚
鈍
な
者
で
あ
り
︑
駐
防
八
旗
の
兵
は
外
面
を

と
り
繕
っ
て
い
る
が
実
は
怠
惰
︵
股
肱
怠
惰
︶
で
敵
が
退
か
ね
ば
必
ず
先
に
退
く
︵
賊
如
不
退
︑
兵
必
先
退
︶
と
す
る
︒
さ
ら
に
文
人
武
人
の
行

な
い
は
み
な
作
り
話
で
あ
り
︵
属
子
虚
︶
︑
法
を
執
る
者
は
た
だ
利
だ
け
を
は
か
り
︵
惟
利
是
視
︶
︑
財
を
治
め
る
者
は
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う

に
し
︵
自
便
身
家
︶
︑
さ
ら
に
は
遠
く
の
事
情
は
上
に
届
か
ず
︵
遠
情
不
能
上
達
︶
︑
上
の
指
示
も
遠
く
ま
で
届
か
な
い
︵
上
令
不
能
遠
行
︶
な
ど
と

指
摘
し
て
い
る⑤
︒
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
﹁
因
循
﹂﹁
営
私
﹂﹁
怠
惰
﹂﹁
子
虚
﹂﹁
惟
利
是
視
﹂﹁
遠
情
不
能
上
達
﹂
な
ど
は
︑
す
べ
て
十
九

世
紀
西
洋
人
の
中
国
国
民
性
批
判
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
︑
そ
の
後
の
宣
教
師
の
漢
文
著
作
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

﹁
局
外
傍
観
論
﹂
か
ら
刺
激
を
受
け
て⑥
︑
一
八
七
〇
年
代
半
ば
以
降
︑
宣
教
師
の
漢
文
著
作
に
お
い
て
中
国
国
民
性
批
判
が
よ
り
明
確
な
か
た

ち
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
あ
た
か
も
そ
れ
は
︑
文
明
観
転
換
に
よ
っ
て
新
た
な
自
己
認
識
の
形
成
が
知
識
人
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と

な
る
直
前
に
あ
た
っ
て
い
た
︒

一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
中
国
で
は
清
末
宣
教
師
の
出
版
・
教
育
な
ど
へ
の
研
究
が
活
発
化
し
︑
宣
教
師
の
漢
文
著
作
で
中
国
国
民
性
批
判
が

唱
え
ら
れ
︑
清
末
変
法
論
に
強
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
さ
か
ん
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た⑦
︒
だ
が
そ
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
︑
知

識
人
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
ま
だ
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
み
ら
れ
な
い
︒
以
下
で
は
ま
ず
︑
宣
教
師
の
漢
文
著

作
の
う
ち
と
も
に
﹃
万
国
公
報
﹄
掲
載
後
に
単
行
本
化
さ
れ
大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
ア
レ
ン
の
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄︵
約
七
万
字
︶
︑
フ
ァ
ー

バ
ー
の
﹃
自
西
徂
東
﹄︵
約
二
十
一
万
字
︶
お
よ
び
ア
レ
ン
の
﹃
中
東
戦
記
本
末
﹄
所
収
の
﹁
治
安
新
策
﹂︵
約
四
万
字
︶
に
つ
い
て
︑
中
国
国
民
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性
批
判
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
︒

︵
-
︶
ア
レ
ン
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄

﹃
万
国
公
報
﹄
の
編
集
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
レ
ン⑧
は
︑
ア
メ
リ
カ
監
理
会
の
宣
教
師
と
し
て
一
八
六
〇
年
上
海
に
赴
く
︒
上
海
へ
の
航
海

で
は
︑
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
ユ
ッ
ク
︵
E
v
ariste
R
ég
is
H
u
c,古
伯
察
︶
の
中
国
滞
在
記
﹃
中
華
帝
国
﹄︵
L
’E
m
p
ire
ch
in
ois,1854︶
の
英
訳
本
を

読
み
︑
そ
の
中
国
認
識
の
影
響
を
受
け
て
い
る⑨
︒
当
初
ア
レ
ン
の
布
教
は
︑
街
頭
で
の
説
教
と
小
冊
子
の
配
布
と
い
う
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ

た
︒
だ
が
ア
レ
ン
は
上
海
広
方
言
館
で
英
語
や
西
洋
科
学
を
教
え
ま
た
洋
務
派
官
僚
と
接
触
す
る
中
で
︑
中
国
人
の
西
洋
科
学
へ
の
関
心
の
高

さ
を
知
り
︑
中
国
人
の
非
合
理
な
部
分
を
批
判
し
科
学
知
識
を
は
じ
め
西
洋
文
明
の
成
果
を
示
す
こ
と
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
有
効
で
あ

る
こ
と
を
発
見
す
る⑩
︒
清
末
の
宣
教
師
の
著
作
に
は
し
ば
し
ば
中
西
比
較
を
通
じ
て
中
国
改
革
を
説
く
議
論
が
見
ら
れ
る
が
︑
こ
う
し
た
ス
タ

イ
ル
の
発
明
は
ア
レ
ン
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
中
で
ア
レ
ン
は
︑
一
八
七
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
﹃
万
国
公

報
﹄
に
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
を
発
表
し
た
︒
後
述
す
る
﹃
自
西
徂
東
﹄
の
中
国
国
民
性
批
判
が
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
︑

十
九
世
紀
西
洋
の
中
国
認
識
の
蓄
積
を
反
映
し
て
い
た
の
に
対
し
︑﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
の
中
国
国
民
性
批
判
は
徐
維
則
が
﹁
頗
る
よ
く
奥
深

く
精
微
な
と
こ
ろ
︵
奥
窔
︶
を
つ
い
て
い
る⑪
﹂
と
評
す
る
よ
う
に
︑
中
国
国
民
性
の
根
本
に
あ
る
問
題
を
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
強
く
感
じ

ら
れ
る
︒﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
に
お
い
て
ア
レ
ン
は
︑
西
洋
人
が
中
国
へ
や
っ
て
き
た
目
的
は
中
国
の
通
商
に
あ
り
︑
そ
れ
故
に
中
国
が
通
商

の
障
害
を
除
き
改
革
に
よ
り
富
強
化
す
る
こ
と
を
望
む
の
だ
と
す
る
︒
そ
し
て
中
国
人
が
西
洋
の
科
学
技
術
と
キ
リ
ス
ト
教
に
依
拠
し
て
︑
農

業
︑
工
業
︑
商
業
を
西
洋
に
倣
っ
て
改
革
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る⑫
︒
十
九
世
紀
西
洋
人
の
中
国
国
民
性
認
識
を
自
ら
の
観
察
眼
に
よ
っ
て
深
化

さ
せ
た
中
国
国
民
性
批
判
は
︑
こ
う
し
た
議
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒

︵
Ａ
︶
東
洋
人
は
静
態
を
好
み
動
態
を
好
ま
な
い
︵
東
人
好
静
不
好
動
︶︒
だ
か
ら
彼
ら
の
嗜
好
品
は
平
静
を
も
た
ら
す
も
の
が
こ
の
ま
れ
︑
精
神
を
平
静
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に
す
る
こ
と
が
尊
ば
れ
る
︒﹇
中
略
﹈
何
事
も
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
︵
凡
事
狃
於
成
見
︶︑
生
涯
昔
の
規
則
を
改
め
ず
︵
終
其
身
不
改
旧
章
︶︑
ま
た
生
涯
人

の
下
位
に
留
ま
る
︵
亦
終
其
身
而
居
人
下
︶︒
そ
の
影
響
は
︑
ど
う
し
て
小
さ
い
で
あ
ろ
う
か
︒︵
Ｂ
︶
西
洋
人
は
動
態
を
好
み
静
態
を
好
ま
な
い
︵
西
人

好
動
不
好
静
︶︒
だ
か
ら
彼
ら
の
嗜
好
品
は
刺
激
が
あ
る
も
の
を
主
と
し
︑
精
神
の
発
揚
が
尊
ば
れ
る
︒﹇
中
略
﹈
何
事
も
最
も
す
す
ん
で
先
を
争
い
︵
凡

事
最
肯
争
先
︶︑
わ
ず
か
の
間
に
新
法
に
改
め
︵
閲
一
時
而
更
新
法
︶︑
つ
い
に
わ
ず
か
の
間
に
人
の
上
に
出
る
︵
遂
閲
一
時
而
出
人
頭
地
︶︒
そ
の
人
に
勝

る
こ
と
は
ど
う
し
て
大
で
な
か
ろ
う
か⑬
︒

︵
Ｃ
︶
外
国
で
は
昔
を
赤
ん
坊
の
よ
う
に
見
な
し
︑
今
を
成
人
の
よ
う
に
見
な
す
︵
外
国
視
古
昔
如
孩
提
︑
視
今
時
如
成
人
︶︒︵
Ｄ
︶
中
国
で
は
古
を
最

上
と
し
︑
今
を
劣
る
と
す
る
︵
中
国
以
古
初
為
無
加
︑
以
今
時
為
不
及
︶︒
だ
か
ら
︵
Ｅ
︶
西
国
は
隆
盛
を
極
め
て
衰
え
ず
︵
西
国
有
盛
而
無
衰
︶︑︵
Ｆ
︶

中
国
は
常
に
衰
え
振
る
わ
な
い
︵
中
国
毎
頽
而
不
振
︶︒︵
Ｇ
︶
西
洋
で
は
万
事
先
を
争
い
落
後
に
甘
ん
じ
な
い
が
︵
西
国
万
事
争
先
︑
不
甘
落
後
︶︑︵
Ｈ
︶

中
国
で
は
既
定
の
決
ま
り
を
墨
守
し
改
善
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
︵
中
国
墨
守
成
規
︑
不
知
善
変
︶︒
こ
れ
が
中
国
の
貧
弱
の
原
因
で
あ
る⑭
︒

こ
の
よ
う
に
ア
レ
ン
は
西
洋
人
の
動
態
志
向
と
そ
れ
ゆ
え
の
積
極
性
︑
進
取
性
︑
革
新
性
︑
勤
勉
性
と
対
比
し
つ
つ
︑
中
国
人
の
静
態
志
向

と
そ
れ
ゆ
え
の
消
極
性
︑
尚
古
性
︑
保
守
性
︑
怠
惰
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒

︵
8
︶
フ
ァ
ー
バ
ー
﹃
自
西
徂
東
﹄

フ
ァ
ー
バ
ー
︵
E
rn
st
F
ab
er,
花
之
安
︶
は
一
八
五
八
年
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
中
国
へ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
布
教
の
た
め
の
組
織
礼
賢
会
に
参

加
し
︑
一
八
六
五
年
に
香
港
に
至
り
︑
一
八
六
六
年
広
東
の
東
莞
で
布
教
活
動
を
開
始
す
る
︒
一
八
八
四
年
に
は
上
海
に
移
り
一
八
九
九
年
青

島
で
死
去
し
た
︒
著
名
な
漢
学
家
で
あ
り
儒
教
思
想
の
知
識
を
駆
使
し
た
漢
文
著
作
を
通
じ
て
布
教
に
従
事
し
た⑮
︒

﹃
自
西
徂
東
﹄
は
︑
一
八
七
九
年
か
ら
八
三
年
に
﹃
万
国
公
報
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
ま
と
め
て
五
集
︵
巻
︶
七
二
章
と
し
︑
八
四
年
香
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港
で
出
版
さ
れ
た
︒
題
名
の
﹁
自
西
徂
東
﹂︵
西
か
ら
東
へ
︶
は
﹃
詩
経
﹄
大
雅
︑
桑
柔
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
︒
フ
ァ
ー
バ
ー
は
こ
の
著
作
で
長

年
の
中
国
で
の
観
察
お
よ
び
西
洋
文
化
全
般
へ
の
広
く
深
い
知
識
を
も
と
に
︑
中
西
の
政
治
︑
経
済
︑
軍
事
︑
教
育
︑
学
術
︑
技
術
︑
風
俗
︑

道
徳
︑
宗
教
︑
儀
礼
祭
祀
な
ど
を
比
較
検
討
し
︑
中
国
の
衰
退
と
西
洋
の
富
強
の
根
底
に
あ
る
中
西
国
民
性
の
相
違
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
︑

西
洋
に
学
ぶ
改
革
を
推
進
す
べ
き
こ
と
︑
そ
れ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
が
不
可
欠
な
こ
と
を
強
調
す
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
も
と
に
形
成
さ
れ

た
西
洋
文
化
の
優
位
性
を
示
す
こ
と
で
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
化
を
目
指
す
姿
勢
は
︑
ア
レ
ン
と
軌
を
一
に
す
る
︒﹃
自
西
徂
東
﹄
は
︑
西
洋
文

化
に
関
す
る
膨
大
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
︑
十
九
世
紀
西
洋
人
の
中
国
国
民
性
認
識
を
反
映
す
る
多
岐
に
わ
た
る
中
国
国
民
性
批
判
を

展
開
し
て
お
り
︑
後
述
す
る
普
及
状
況
を
考
え
合
わ
せ
る
と
清
末
の
官
僚
・
知
識
人
へ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
わ
り
に

肯
定
的
な
評
価
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
は
︑
各
章
で
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
必
要
性
が
繰
り
返
し
説
か
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う⑯
︒

表
Ⅰ
は
︑﹃
自
西
徂
東
﹄
で
の
中
西
国
民
性
認
識
の
概
要
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
紙
幅
の
都
合
で
全
七
二
章
の
う
ち
中
西
国
民
性
認
識
の

主
要
な
内
容
を
取
り
上
げ
る
三
四
章
に
つ
い
て
︑
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
お
よ
び
要
旨
を
示
し
た
︒﹃
自
西
徂
東
﹄
で
の
中
西
国
民
性
認
識
は
︑﹃
中

西
関
係
略
論
﹄
の
よ
う
に
短
い
文
章
に
凝
縮
し
た
形
で
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
︑
キ
ー
ワ
ー
ド
は
筆
者
が
各
章
の
原
文
中
か
ら
中
西
国
民
性
認
識

を
象
徴
す
る
対
義
語
︵
例
え
ば
四
章
の
﹁
無
教
﹂
と
﹁
重
教
﹂︑
八
章
の
﹁
酷
虐
﹂
と
﹁
体
恤
﹂
な
ど
︶
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
り
︑
対
義
語
が
複
数
組

の
場
合
も
あ
る
︒
ま
た
要
旨
は
各
章
の
内
容
を
ご
く
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
各
章
に
共
通
す
る
章
末
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
勧
め
は

省
略
し
た
︒
キ
ー
ワ
ー
ド
と
要
旨
を
あ
わ
せ
て
見
れ
ば
︑
各
章
の
内
容
は
あ
る
程
度
把
握
で
き
よ
う
︒

表
Ⅰ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹃
自
西
徂
東
﹄
に
お
い
て
は
多
様
な
観
点
か
ら
中
西
国
民
性
の
対
比
が
展
開
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
代
表
的
キ
ー

ワ
ー
ド
を
示
せ
ば
︑
上
記
の
ほ
か
七
章
の
﹁
柔
弱
﹂
と
﹁
強
壮
﹂︑﹁
好
静
﹂
と
﹁
好
動
﹂︑
一
九
章
の
﹁
利
己
﹂
と
﹁
利
己
利
人
﹂︑
二
一
章
の

﹁
貪
婪
﹂
と
﹁
清
心
寡
欲
﹂︑﹁
懶
惰
﹂
と
﹁
辛
勤
養
家
﹂︑
三
一
章
の
﹁
虚
文
﹂
と
﹁
真
誠
﹂︑﹁
虚
假
﹂
と
﹁
実
心
﹂︑
三
三
章
の
﹁
自
高
﹂
と

﹁
謙
和
﹂︑﹁
自
卑
﹂
と
﹁
真
実
﹂︑
三
八
章
の
﹁
信
風
水
﹂
と
﹁
究
物
理
﹂︑
四
四
章
の
﹁
不
潔
﹂
と
﹁
清
潔
﹂︑
五
二
章
の
﹁
上
下
隔
絶
﹂
と

﹁
通
上
下
之
情
﹂︑
五
五
章
の
﹁
固
執
成
法
﹂
と
﹁
精
心
思
索
﹂︑
六
一
章
の
﹁
今
不
及
古
﹂
と
﹁
今
勝
於
古
﹂
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
周
寧
に
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31
凶礼は中
庸を貴べ

今日中国の喪礼は外見だけ飾り贅沢であるが，西国は喪葬に浪費しない。己が善を
なせば，死後イエスが天に昇らせてくれるからである。天災は上帝の人への警告で
あり，中国での天災時の祭祀・偶像崇拝は無益である。西国人は誠意をもって災害
を予防・救援し，私利を求めない。

虚文
虚假

真誠
実心

33
賓礼は敬
意を示せ

中国人は賓客に傲慢すぎるか卑下しすぎて敬意を失う。西国の接客は敬意を主と
し，礼は同輩には身を正し頭を下げ，目上の者にはさらに慎み深く頭を下げる。人
の行礼は己を慎み高ぶらずおもねらずに行えば中道を得られる。

自高
自卑

謙和
真実

34
軍礼は威
権を示せ

中国の軍隊は世襲や軍功を重んじ，将兵は武器や戦法に精通せず，恐れて前に進ま
ない。西国の軍隊は君王から衣食を受けており，忠を尽くし力を竭し心力を合わせ
君を愛し国を衛らねばならない。

畏葸莫前 愛君衛国

35
楽で礼を
すくえ

中国音楽は二弦は淫靡，琵琶は軽浮で淫心蕩志を興させ至美とはいえず，音楽の奥
深さを知る者はない。西国の音楽は人に善心を興させることを貴び，書院・礼拝堂
では人々に合唱を教え，人はみな平穏を得る。

淫靡
軽浮

至美
和平

37
原質を保
つを貴べ

古の中国は内面美を重んじたが，今日婦女は外飾を誇り纏足を好む。西国男女も外
飾を重んじるが，イエスに遵う者は服飾器用の質朴を貴ぶ。

粧飾 質朴

38
風水を弁
論す

中国では風水を信じ開鉱・鉄道を肯んじないが，泰西では風水を信じず開鉱・鉄道
による利益は計り知れない。西人は物理を究め理に依拠するので繁栄するが，華人
は虚假を好むので繁栄を貪るが反って衰敗する。

信風水 究物理

39
斉家は修
身にあり

中国では納妾の風により夫婦の道は失われた。泰西のキリスト教を信じる夫婦に不
和はない。泰西では男女は成人後に合意により結婚するが，中国ではすべて父母の
主持により多くは童年に婚約するため夫婦に不和が多い。

婚嫁全憑
父母主持

男女歓悦
然後成婚

42
言語を慎
しめ

中国人は噓をついて欺き，誇張して自慢し，誓ってもすぐ翻し，少しも誠実でな
い。だがでたらめを言う者に世人は反って追従する。泰西のキリスト教徒は噓をつ
いて人を騙さず，非礼の言を人前で述べない。

誑言詐人 務善言

43
心に詐偽
を防げ

中国では詐偽が多く，上に在る者は誠意がなく部下は互いに悪事をまね民は詐偽を
競う。泰西では噓を言う者は中国ほどひどくなく，役人は偽らず商人は忠信を尚び
職人は偽物を作らない。華人が詐偽をなくせば中国は外侮を受けない。

詐偽多 詐偽少

44
内外を清
潔にせよ

人の清潔さは上帝の聖潔さに従う。中国では街頭の男女は身体衣服が不潔で，街道
は生ごみだらけ，廟宇・祠堂の神像・木主は垢まみれだ。泰西の人は心が明潔で身
体・衣裳は清潔にし，礼拝堂・学校には塵一つない。みな心が清潔だからそれが外
にあらわれるのだ。

不潔 清潔

48
学問は原
を探れ

西国の学問は格物に帰するものが多く，人々が信じられる証拠がなければならず，
一理に帰することを貴び，混乱して無条理となることがない。宋儒の性理説を重ん
じる中国の学問は粗浅な功績だけを求め精深な理を失っている。

得粗浅
失精深

依実済
徴信

50
教化につ
いて

中国の科挙は能力を無理にそろえ人材を無駄にする。西国では各人の能力に応じて
教育し，職を得ない者，役立たない者はいない。

恃八股 因材施教

52
新聞につ
いて

中国は上下隔絶し，朝廷の是非得失は分からない。西国は新聞で下情を上達し民の
疾苦を伝え，上諭を下告し政事を隠蔽せず，新聞館の立論は公正，議論は妥当で権
勢を避けず悪党を畏れない。

上下隔絶
通上下之
情

54
機器を利
用せよ

機器は古の中国に始まるが，今日中国人は「今は古に及ばず」といい変通を知ら
ず，格物の理を失い機器を民用に供せない。西人はよく機器を用い，心は機器を用
いるほど働き智Ûは古人を乗り越えている。水力火力を使う機器が広く用いられ，
民は省力し国と民は富を得ている。

今不及古
駕于古人
之上

55
技芸と工
作を別け
よ

華人は成法に固執し古人を至善とし，技芸を磨かず新巧の機器を発明できない。西
国では学問を究めて新巧の機器を発明し，その模倣を10年禁じ発明の利益を守るの
で，西人はさらに発明に励む。

固執成法 精心思索

56
開礦して
国を富ま
せ

中国は五金以外採掘しないが，泰西は資源を研究し五金以外も採掘し国を富ませ
た。中国は利国利民のために君臣協力して民間の出資を求めて格物の学を考究して
開礦の利を尽くすべきだ。

視開礦為
具文

知礦之利
無窮

59
武備を創
出せよ

今中国では外国の軍器はあるが，兵は軟弱で大将は智勇に劣る。泰西では武学院で
天文，地理等の高度な兵法を学んだ聡明で武備に通じた者でなければ，総統・将軍
になれない。

孱弱 智勇兼優

60
医術を精
究せよ

泰西の医学は死者を解剖しその実を得るが，中国には実学がなく医書も臆説が多
い。西医は脈だけでなく患者の形色音声を観察し経過を問うので，診断は大きく外
れず，器具・用薬も中国よりずっと精巧である。

無実学
多臆度

徴信
得其実

61
格物の功
用

格物の学は万物を考察し物理を究め，物を用いて人に役立てる。西国では格物の学
が深化し精妙な機器が発明されたが，中国は今人の智Ûは古人に及ばないとし物を
考察することを知らず，その無知に気づかない。

今不及古 今勝於古

94 ( 94 )



表Ⅰ 『自西徂東』における中西国民性比較

章 題目 中西国民性比較の要旨
国民性のキーワード
中国 西洋

1
遍く窮民
を救え

中国各省には養済院があり身寄りのない者を収容するが，養うだけで仕事を教えず
国費を浪費する。西洋各都市の貧民救済施設は，貧民を援助し，身寄りのない者に
は衣食を与え能力に応じて仕事を教えるので，国費を浪費しない。また自ら貧困を
招いた少壮者は救済せず前非を徹底的に改めさせる。

養之而不
教之作工

教之作工

4
孤児を撫
教せよ

中国では生涯の教育を忘れ目前の養育だけを重んじ，孤児はそれが著しい。泰西で
は孤児の養育・教育者を決め，引取り手がない者は孤児院で養育・教育する。孤児
院は勉学のほか工芸，裁縫・調理を教え職業を紹介し，出院後も指導する。

無教 重教

7
刑罰を省
け

中国の刑罰はますます残忍だが罪人はいよいよ多い。西国には酷刑はなく罰金刑，
坐獄刑，徒刑，死刑のみで，近年死刑廃止の動きもある。西人は強壮で動態を好
み，華人が柔弱で静態を好むのに比べて治め難い。その西人が軽刑を用いるのに，
華人は軽刑を用いてはならないとはどういうことか。

酷濫
柔弱
好静

無酷刑
強壮
好動

8
獄囚に同
情せよ

中国は獄囚の扱いが酷虐で，訴訟は長びき審判は不公正で，罪の大小を問わず過度
に監禁し，監獄は不潔で獄吏は冷酷である。泰西の訴訟審理は法を守り罪人の立場
で考え，罪が決まれば法で年限を限り，能力や罪の軽重により働かせる。また獄吏
は情が深く，少壮者には教育を施し，監獄は清潔である。

酷虐 体恤

9
戦争を調
停せよ

中国の古の先王は戦争をやめ文徳を修めたが，後世は競ってあくまで争おうとして
領土を拡張してきた。今日西国は道理で諭し合い戦争を避けるよう努め，戦争時に
も宣戦布告，捕虜の保護，略奪の禁止などのルールがある。また近年西国では道理
のない侵略戦争への批判が強まっている。

競欲力争 調和息争

14
国財を慎
理せよ

中国では官吏が公金で私腹を肥やし，朝廷や各省の経費は多いが実恵なく民は浪費
が甚だしい。泰西は農耕・畜産，生産の機械化，鉱山開発により財を生む。徴税は
公平を期し，再徴税は議会で再度議論する。民は進んで協力し官吏に不正はなく，
国財の管理が適切で欠乏しない。

暗侵公項
民奢致貧

取財公允
生財太多

18
関税を整
理せよ

中国では厘金の徴収，役人の強奪により，関税が本旨を逸脱し民を損なっている。
西国では税吏の不正は罰せられ，税は品物により定められ，税関は多くない。また
西国は相互に税務を公平に定め，日用品の税は軽く再課税せず，贅沢品の税は重く
して財を浪費する品物を減らし財を生む品物を増やしている。

貪酷
顧私

貴公平

19
利息を軽
くせよ

中国人は貪欲で，自分だけ肥え太り他人を害し，貧民は困窮する。西国では借金の
利息は軽く借りやすく回収しやすい。金持ちは相手を信用すれば利息を軽くし，人
の善心を興すことを喜び私欲を恣にしない。

利己 利己利人

20
奢侈を戒
めよ

中国では官民とも奢侈を好み質実を崇ばず，祭祀，祈祷，酒楼，賭場で散財する。
西国は財を生み財を用いることに優れ，利を興し害を除き，貿易や商売に巧みで，
機器を創造するのに優れ，苦労を辞せず努力する。衣食は質素で外観より才徳を重
んじ，皇帝から官吏まで給与は決まっている。

奢侈
虚糜

生財有道
用財有方

21
賭博を禁
じよ

賭博は人性の貪欲，怠惰により，中国人は暇があれば賭博に耽り禍は際限がない。
西国のキリスト教徒は心を清らかにし欲情をすて，賭け事をせず家族を養うのに精
を出す。競馬，球技は体をリラックスさせるもので賭博ではない。また西国の大花
園には鳥獣，器物があり，書籍の備えがあり人々を楽しませる。

貪婪
懶惰

清心寡欲
辛勤養家

23
奴婢売買
を禁じよ

中国の金持ちは奴婢を買い貧民は子女を売る。今日泰西では英国，米国で黒奴が解
放され奴婢売買は厳禁されている。贅沢を改め雇用人を使えば奴婢売買はなくせ
る。今中国人は給与が多い海外で雇用されているが，廉恥心がなく安価で現地人を
圧迫するので西人に軽視されている。

購買奴婢
販鬻子女

厳禁売買
奴婢

24
民盛なら
ば国強し

中国では民を教え養う道が失われ，早婚で子は虚弱，戦乱で民は流出し，盗賊・乞
食も多い。西人のように男女とも幼児から学校で学ばせるべきだ。西洋は民が国と
繫がることを知る故に，民にその本性を遂げさせ，民の職業を安定させ，民を学に
努めさせ，民の利を興し害を除くことに委曲を尽くす。

教養之失
其道

男女従幼
教之

25
溺女を禁
じよ

中国では父母が怠惰で女児を溺殺し胎児を堕胎する。ドイツでは子女は同様に養
育・教育し:，;歳で学校に入れる。結婚は男女の合意により，夫婦は互いに訴え
ることができ，女子は婚後も親の遺産を兄弟と均分する。

重子軽女 男女無分

27
道義と権
力を識別
せよ

中国の君主は権力を私し公にしないので，人心は従わない。泰西では人君は権力で
官民を強迫しない。罪は刑官が法により罰し，君主に疑惑があれば役人が調べ，兵
糧は民が拒めば徴収できず，法律は議会が認めねば決められない。中国と違い父母
は子女を鞭打つがそれが行き過ぎると罰せられ，成人して収入を得れば奪わず，子
女は父母を誠実に世話し，夫婦は対等である。

私権 不過用権

29
万国公法
について

中国に万国公法はなかった。西国はキリスト教が万国を一家と見なし，外交を仁義
に帰することを貴び，公法を作った。公法は平和息兵を論じ，外交ルール，公使領
事の役割，交際儀礼，船舶航行ルール，戦時捕虜の扱いや講和交渉を定める。万国
が公法に拠れば力を合わせられる。

万国一家
貴帰仁義
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よ
っ
て
十
九
世
紀
西
洋
の
中
国
国
民
性
認
識
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
中
国
人
の
怠
惰
性
︑
軟
弱
性
︑
消
極
性
︑
愚
昧
性
︑

保
守
性
︑
利
己
性
︑
卑
屈
性
︑
虚
偽
性
等
を
強
調
す
る
見
方
は
ほ
と
ん
ど
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
︒

︵
<
︶
ア
レ
ン
﹁
治
安
新
策
﹂

一
八
九
六
年
︑
ア
レ
ン
は
す
で
に
﹃
万
国
公
報
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
日
清
戦
争
関
係
の
日
中
双
方
の
資
料
や
自
ら
の
変
法
へ
の
提
言
﹁
治
安
新

策
﹂
を
一
書
に
ま
と
め
︑﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
八
巻
︵
八
冊
︶
と
し
て
刊
行
す
る
︒
こ
の
書
は
︑
中
国
報
紙
が
伝
え
な
か
っ
た
戦
争
の
真
実
を

伝
え
る
も
の
と
し
て
官
僚
・
知
識
人
の
大
反
響
を
巻
き
起
こ
す⑰
︒﹁
治
安
新
策
﹂︵﹃
万
国
公
報
﹄
八
二

八
八
冊
︑
原
題
﹁
険
語
対
﹂︑
蔡
爾
康
訳
︶

は
︑
冒
頭
で
日
清
戦
争
の
敗
因
と
な
っ
た
国
民
性
を
西
洋
と
の
対
比
で
論
じ
て
い
る
︒
こ
こ
で
ア
レ
ン
は
中
国
の
八
つ
の
国
民
性
を
﹁
一
曰
驕

傲
︒
⁝
⁝
﹂﹁
一
曰
愚
蠢
︒
⁝
⁝
﹂
と
い
う
形
で
暴
露
し
批
判
を
展
開
し
て
お
り
︑
こ
の
従
来
に
な
い
形
式
自
体
が
当
時
の
ア
レ
ン
に
お
け
る

中
国
国
民
性
批
判
の
一
層
の
高
揚
を
も
の
が
た
る
︒
次
に
そ
の
要
旨
を
簡
潔
に
示
す
︒

①
驕
傲
︒
中
国
の
声
明
文
物
が
周
囲
の
夷
狄
に
優
位
を
占
め
る
中
で
醸
成
さ
れ
た
﹁
尊
己
軽
人
の
弊
﹂
は
今
日
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
︒

②
愚
蠢
︒
西
洋
の
名
門
は
男
女
と
も
学
校
で
学
び
皆
中
国
を
知
る
が
︑
華
人
は
海
外
の
地
を
知
ら
ず
︑
西
人
は
遍
く
地
上
を
探
検
す
る
が
︑
華
人
は
詩
文

に
潜
心
す
る
だ
け
だ
︒

③
恇
怯
︒
西
人
は
格
物
の
学
に
よ
り
光
︑
電
︑
風
︑
火
を
利
用
す
る
が
︑
華
人
は
自
然
の
災
害
に
遇
っ
て
も
恐
れ
る
だ
け
だ
︒

④
欺
誑
︒
泰
西
は
噓
を
戒
め
る
が
︑
華
人
は
噓
を
当
然
と
し
公
文
書
も
私
信
も
噓
だ
ら
け
︑
人
を
欺
き
人
に
欺
か
れ
る
の
を
楽
し
む
︒

⑤
暴
虐
︒
中
国
の
刑
具
は
残
虐
で
軍
隊
は
兵
士
を
軽
ん
じ
治
療
せ
ず
降
伏
し
た
敵
も
殺
す
が
︑
西
洋
は
敵
味
方
な
く
医
薬
を
施
す
︒

⑥
貪
私
︒
中
国
の
督
撫
は
京
師
が
危
険
で
も
手
を
出
さ
ず
自
分
の
領
域
の
み
顧
み
︑
将
校
は
士
卒
の
給
料
で
私
腹
を
肥
や
す
︒

⑦
因
循
︒
華
人
は
勝
手
に
行
な
い
自
由
に
休
み
出
来
な
い
こ
と
は
先
に
延
ば
し
︑
国
家
も
旧
習
を
改
め
な
い
の
を
禁
じ
な
い
︒
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⑧
遊
惰
︒
西
人
は
六
日
勤
勉
に
働
き
一
日
休
む
が
︑
中
国
の
役
人
は
年
中
休
ま
ず
苦
労
す
る
よ
う
で
実
は
毎
日
暇
で
あ
る⑱
︒

﹁
治
安
新
策
﹂
に
お
け
る
以
上
の
中
国
国
民
性
批
判
は
︑﹃
中
西
関
係
略
論
﹄﹃
自
西
徂
東
﹄
に
お
け
る
中
国
国
民
性
認
識
か
ら
日
清
戦
争
で

の
主
要
な
敗
因
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
従
来
の
認
識
に
見
ら
れ
た
消
極
性
︑
保
守
性
︑
愚
昧
性
︑
怠
惰
性
︑
利
己
性
︑
虚
偽
性
︑
傲

慢
性
︑
残
虐
性
な
ど
は
こ
こ
に
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

第
三
節

宣
教
師
の
漢
文
著
作
の
出
版
・
普
及
状
況

以
上
の
中
国
国
民
性
批
判
の
漢
文
著
作
は
︑
中
国
の
西
洋
化
︑
キ
リ
ス
ト
教
化
を
鼓
吹
す
る
た
め
の
最
重
要
文
献
と
し
て
宣
教
師
に
よ
っ
て

官
僚
・
知
識
人
の
間
に
精
力
的
に
普
及
さ
れ
た
︒
そ
の
普
及
を
担
っ
た
の
は
﹁
局
外
傍
観
論
﹂﹃
中
西
関
係
略
論
﹄﹃
自
西
徂
東
﹄
そ
し
て
﹁
治

安
新
策
﹂
の
す
べ
て
が
掲
載
さ
れ
た
﹃
万
国
公
報
﹄
で
あ
っ
た
︒﹃
万
国
公
報
﹄
は
︑
一
八
七
四
年
に
ア
レ
ン
に
よ
っ
て
従
来
の
﹃
教
会
新
報
﹄

︵
一
八
六
八
年
刊
︶
を
改
称
し
て
刊
行
さ
れ
︵
週
刊
︑
八
三
年
停
刊
︒
八
九
年
広
学
会
の
月
刊
機
関
誌
と
し
て
復
刊
︑
一
九
〇
七
年
廃
刊
︶
︑
キ
リ
ス
ト
教

教
義
の
ほ
か
中
外
時
事
︑
西
洋
学
術
文
化
な
ど
豊
富
な
西
洋
情
報
を
提
供
し
つ
つ
西
洋
に
倣
う
中
国
改
革
を
提
唱
し
た
︒﹃
万
国
公
報
﹄
こ
そ

は
︑
出
使
経
験
者
を
含
む
知
識
人
に
と
っ
て
日
清
戦
争
前
最
大
の
西
洋
情
報
源
だ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
︒

監
理
会
資
料
や
ア
レ
ン
の
書
簡
を
ふ
ま
え
﹃
万
国
公
報
﹄
を
詳
細
に
研
究
し
た
ベ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
︑﹃
万
国
公
報
﹄
の
当
初
の
発
行
部
数

は
毎
期
約
二
千
部
だ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
ま
た
ア
レ
ン
が
中
国
の
代
理
商
は
雑
誌
の
売
値
の
半
分
か
四
分
の
一
で
雑
誌
を
貸
し
出
し
て
お
り
︑
し

か
も
通
常
は
二
名
か
ら
四
名
で
雑
誌
一
部
を
定
期
購
読
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
ア
レ
ン
は
実
際
の
読
者
数
は
発
行
部
数
よ
り
は

る
か
に
多
い
と
見
て
い
た
と
も
指
摘
し
て
い
る⑲
︒﹃
万
国
公
報
﹄
の
発
行
部
数
は
そ
の
後
不
断
に
増
加
し
︑
一
八
九
四
年
に
四
千
部
︑
九
七
年

に
は
五
千
部
に
達
し
た
と
い
う⑳
︒
ま
た
ベ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
︑
ア
レ
ン
は
﹃
万
国
公
報
﹄
刊
行
当
初
か
ら
高
級
官
僚
へ
の
普
及
を
特
に
重
視
し

て
い
た
︒
一
八
七
四
年
九
月
の
娘
へ
の
書
簡
で
は
﹁
ほ
と
ん
ど
北
京
と
東
京
の
全
て
の
官
員
の
名
簿
を
も
ち
︑
定
期
的
に
彼
ら
に
﹃
万
国
公
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報
﹄
を
送
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
一
八
七
五
年
の
あ
る
書
簡
で
は
︑
そ
う
し
た
取
組
み
の
結
果
︑
中
国
の
各
省
市
か
ら
朝
廷
に
上
奏
さ

れ
る
奏
折
は
︑
多
く
の
場
合
ほ
と
ん
ど
一
字
一
句
﹃
万
国
公
報
﹄
の
内
容
を
引
用
し
て
い
る
と
指
摘
し
︑
一
八
七
六
年
二
月
の
書
簡
で
は

﹁﹃
万
国
公
報
﹄
は
北
京
で
非
常
に
歓
迎
さ
れ
︑
彼
ら
は
外
国
人
が
刊
行
す
る
も
っ
と
も
よ
い
中
文
刊
物
と
称
し
て
お
り
︑
恭
親
王
は
先
頭
に

立
っ
て
こ
の
雑
誌
を
称
賛
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る㉑
︒

前
述
の
宣
教
師
の
漢
文
著
作
の
う
ち
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
は
︑﹃
万
国
公
報
﹄
掲
載
後
一
八
七
六
年
に
単
行
本
が
出
さ
れ
九
二
年
に
は
重
印

さ
れ
た㉒
︒
こ
れ
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
普
及
し
た
の
が
︑﹃
万
国
公
報
﹄
掲
載
後
に
単
行
本
化
さ
れ
た
﹃
自
西
徂
東
﹄
と
﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄

だ
っ
た
︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
ら
宣
教
師
を
中
心
に
上
海
で
組
織
さ
れ
た
西
洋
文
化
紹
介
の
た
め
の
出
版
機
構
だ
っ
た
広
学
会
︵
一
八
八
七
設
立
︑

初
名
は
同
文
書
会
︶
が
︑
両
書
の
普
及
を
精
力
的
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
︒
次
に
広
学
会
の
年
報
か
ら
関
係
記
事
を
摘
録
す
る
︒

一
八
八
七
年
一
一
月
～
八
八
年
一
〇
月
：﹃
自
西
徂
東
﹄︵
二
七
巻
︶
を
二
万
七
千
部
重
印
︒
同
書
一
万
部
を
南
京
の
宣
教
師
に
送
り
郷
試
受
験
生
に
配
布㉓
︒

一
八
八
八
年
一
一
月
～
八
九
年
一
〇
月
：
三
一
種
の
﹃
自
西
徂
東
﹄︵
章
別
の
分
冊
か
？
手
代
木
注
︶
を
発
行
︒
杭
州
の
宣
教
師
に
﹃
自
西
徂
東
﹄︵
第
六

二
章
︑
第
六
三
章
合
訂
本
︶
一
千
部
を
安
価
で
提
供㉔
︒

一
八
九
〇
年
一
一
月
～
九
一
年
一
〇
月
：
広
州
︑
杭
州
︑
済
南
︑
武
昌
︑
南
京
︑
北
京
︑
太
原
の
科
挙
試
験
会
場
で
﹃
自
西
徂
東
﹄﹃
格
物
探
源
﹄﹃
格
知

新
機
﹄
等
数
千
部
を
配
布㉕
︒

一
八
九
一
年
一
一
月
～
九
二
年
一
〇
月
：﹃
自
西
徂
東
﹄
の
数
章
を
単
行
本
と
し
て
重
印㉖
︒

一
八
九
二
年
一
一
月
～
九
三
年
一
〇
月
：﹃
自
西
徂
東
﹄︵
五
巻
︶
を
重
印
二
千
部
︑
高
級
官
員
に
一
人
一
部
贈
送㉗
︒

一
八
九
三
年
一
一
月
～
九
四
年
一
〇
月
：
克
郎
茲
牧
師
︵
R
ev
.
P
.
K
ran
z︶
が
﹃
自
西
徂
東
﹄
を
高
級
官
員
に
配
布㉘
︒

一
八
九
五
年
一
一
月
～
九
六
年
一
〇
月
：
特
に
﹃
泰
西
新
史
攬
要
﹄
と
﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
を
全
国
各
地
に
普
及
︒﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄︵
八
冊
集
︑
附
録

﹃
文
学
興
国
策
﹄
二
冊
集
︑
計
十
冊
集
︶
は
刊
行
半
年
足
ら
ず
で
出
版
費
用
を
回
収
︑
初
版
三
千
部
︵
八
冊
集
︶
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を
完
売㉙
︒

一
八
九
六
年
一
一
月
～
九
七
年
一
〇
月
：﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
八
冊
集
︑
二
千
部
重
版
︑
さ
ら
に
同
書
一
四
冊
︵
八
冊
集
お
よ
び
﹃
文
学
興
国
策
﹄
等
︶
合

訂
本
︑
四
千
部
を
出
版㉚
︒

一
八
九
七
年
一
一
月
～
九
八
年
一
二
月
：
光
緒
帝
が
購
入
し
た
西
学
書
一
二
九
種
の
注
文
リ
ス
ト
中
︑﹃
自
西
徂
東
﹄
は
一
番
目
︑﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
は

五
八
番
目
に
挙
げ
ら
れ
︑
広
学
会
書
籍
は
八
九
種
が
含
ま
れ
て
い
た
︒﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
第
一
集
︵
八
冊
集

か
？
手
代
木
注
︶︑
千
五
百
部
再
版
︑﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
全
集
︵
一
四
冊
集
か
？
手
代
木
注
︶︑
五
千
部
再
版㉛
︒

一
八
九
九
年
一
月
～
一
二
月
：﹃
自
西
徂
東
﹄
千
部
重
版㉜
︒

一
九
〇
〇
年
一
月
～
九
月
：﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
三
編
︑
千
五
百
部
重
版㉝
︒

記
事
中
の
出
版
部
数
を
合
計
す
る
と
︑﹃
自
西
徂
東
﹄
は
一
八
八
七
年
以
降
少
な
く
と
も
三
万
一
千
部
︵
た
だ
し
二
七
巻
本
︑
五
巻
本
や
章
毎
の

冊
子
な
ど
多
様
な
版
本
を
含
む
︶
重
版
さ
れ
︑﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
は
一
八
九
六
年
以
降
少
な
く
と
も
一
万
七
千
部
︵
た
だ
し
八
冊
集
︑
一
四
冊
集
︑

三
編
な
ど
を
含
む
︶
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
広
学
会
は
︑
設
立
か
ら
日
清
戦
争
ま
で
は
﹃
自
西
徂
東
﹄︑
日
清
戦
争
以
降

一
九
〇
〇
年
ま
で
は
﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
の
普
及
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
︒
こ
う
し
た
状
況
は
中
国
国
民
性
批
判
を
展
開
し
た
﹃
自
西

徂
東
﹄
と
﹁
治
安
新
策
﹂
が
︑
当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
身
近
さ
と
い
う
点
で
も
際
立
っ
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

①

﹁
西
人
重
日
軽
華
﹂
王
韜
﹃
弢
園
文
録
外
編
﹄
一
〇
八
頁
︒

②

﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
議
院
上
︑
三
一
五
︵
一
四
巻
本
︶︑
吏
治
下
︑
三
六
三
頁
︒

③

周
寧
﹃
天
朝
遙
遠

西
方
的
中
国
形
象
研
究
﹄
上
下
巻
︑
北
京
大
学
出
版
社
︑

二
〇
〇
六
年
︑
特
に
第
六
編
第
三
章
︒
関
連
す
る
研
究
と
し
て
大
野
英
二
郎
﹃
停

滞
の
帝
国

近
代
西
洋
に
お
け
る
中
国
像
の
変
遷
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
一
一
年
︒

④

﹁
資
政
新
篇
﹂﹃
太
平
天
国
印
書
﹄
下
冊
︑
江
蘇
人
民
出
版
社
︑
一
九
七
九
年
所

収
︒
ま
た
﹃
新
編
原
典
中
国
近
代
思
想
史
﹄
第
一
巻
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年

所
収
の
小
島
晋
治
訳
︵
倉
田
明
子
改
訳
︶
お
よ
び
倉
田
明
子
﹃
中
国
近
代
開
港
場

と
キ
リ
ス
ト
教
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
を
参
照
︒
後
述
の
﹃
自
西
徂

東
﹄︵
表
Ⅰ
参
照
︶
に
は
類
似
す
る
記
述
が
少
な
く
な
い
︒
な
お
倉
田
前
掲
書
第

一
章
や
宋
莉
華
著
︑
鈴
木
陽
一
監
訳
︑
青
木
萌
訳
﹃
宣
教
師
漢
文
小
説
の
研
究
﹄

東
方
書
店
︑
二
〇
一
七
年
︑
第
四
章
は
初
期
宣
教
師
モ
リ
ソ
ン
︑
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
ら

の
中
国
国
民
性
に
関
す
る
発
言
に
言
及
し
て
い
る
︒

⑤

﹁
局
外
傍
観
論
﹂
李
天
綱
編
校
﹃
万
国
公
報
文
選
﹄
生
活
読
書
新
知
三
聯
書
店
︑
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一
九
九
八
年
所
収
︒﹃
新
編
原
典
中
国
近
代
思
想
史
﹄
第
一
巻
所
収
の
茂
木
敏
夫

訳
を
参
照
︒

⑥

﹁
局
外
傍
観
論
﹂
は
﹁
新
義
論
略
﹂
と
と
も
に
ア
レ
ン
に
よ
っ
て
一
八
六
九
年

か
ら
七
〇
年
に
﹃
教
会
新
報
﹄
に
掲
載
さ
れ
︑
次
い
で
﹃
万
国
公
報
﹄
に
﹃
中
西

関
係
略
論
﹄
の
附
録
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
同
書
の
単
行
本
に
も
収
録
さ

れ
広
く
普
及
し
た
︒

⑦

熊
月
之
﹃
西
学
東
漸
与
晩
清
社
会
﹄
修
訂
版
︑
中
国
人
民
大
学
出
版
社
︑
二
〇

一
一
年
︑
王
立
新
﹃
美
国
伝
教
士
与
晩
清
中
国
現
代
化
﹄
天
津
人
民
出
版
社
︑
一

九
九
七
年
︑
王
林
﹃
西
学
与
変
法
﹄
斉
魯
書
社
︑
二
〇
〇
四
年
な
ど
︒
ま
た
先
駆

的
研
究
と
し
て
王
樹
槐
﹃
外
人
与
戊
戌
変
法
﹄
台
湾
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所

集
刊
︑
一
九
六
五
年
が
あ
る
︒

⑧

ア
レ
ン
に
つ
い
て
は
︑
A
d
rian

A
.
B
en
n
ett,
M
ission
ary
Jou
rn
alist
in

C
h
in
a,
Y
ou
n
g
J.
A
llen
an
d
H
is
M
agazin
es,
1
8
6
0
-1
8
8
3
,
T
h
e

U
n
iv
ersity
of
G
eorg
ia
P
ress,
A
th
en
s,1983︵﹇
美
﹈
貝
奈
特
著
︑
金
瑩
訳

﹃
伝
教
士
新
聞
工
作
者
在
中
国

林
楽
知
和
他
的
雑
誌
︵
1860-1883︶﹄
広
西
師

範
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
︶
お
よ
び
梁
元
生
﹃
林
楽
知
在
華
事
業
与
﹁
万
国

公
報
﹂﹄
香
港
中
文
大
学
出
版
社
︑
一
九
七
八
年
を
参
照
︒

⑨

B
en
n
ett,
M
ission
ary
Jou
rn
alist
in
C
h
in
a,
p
.14.

⑩

B
en
n
ett,
M
ission
ary
Jou
rn
alist
in
C
h
in
a,
p
.38.

⑪

﹃
東
西
学
書
録
﹄︵
一
八
九
九
年
︑
上
海
図
書
館
蔵
︶
議
論
第
三
〇
︑
三
七
葉
︒

⑫

﹃
中
西
関
係
略
論
﹄︵
以
下
﹃
略
論
﹄︑
光
緒
二
年
孟
秋
中
浣
刊
︑
鉛
印
︑
全
四

巻
︑
上
海
図
書
館
蔵
︶
論
中
外
交
接
宜
如
何
聯
絡
如
何
維
持
︑
論
天
道
之
学
︑
総

結
前
論
︑
論
謀
富
之
法
︒

⑬

﹃
略
論
﹄
論
鴉
片
烟
之
害
︑
二
七
葉
右
︒
な
お
﹃
略
論
﹄
総
結
前
論
︑
二
九
葉

左
で
は
﹁
華
人
好
静
不
好
動
﹂
と
い
う
︒

⑭

﹃
略
論
﹄
論
中
外
交
接
其
聯
絡
維
持
之
法
究
竟
如
何
辦
理
︑
一
〇
葉
左
︒

⑮

張
碩
﹃
漢
学
家
花
之
安
思
想
研
究
﹄
知
識
産
権
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
第
一

章
︑
三
頁
︒

⑯

徐
維
則
は
﹁
其
弁
論
義
理
頗
有
精
微
之
処
﹂
と
す
る
一
方
﹁
惟
教
語
可
厭
﹂
と

述
べ
︵﹃
東
西
学
書
録
﹄
議
論
第
三
〇
︑
三
八
葉
右
︶︑
梁
啓
超
も
﹁
粗
浅
﹂
と
評

す
る
︵﹃
西
学
書
目
表
﹄
一
八
九
六
年
︑
時
務
報
館
代
印
︑
東
北
大
学
図
書
館
蔵
︑

西
学
書
目
表
下
︑
一
五
葉
右
︶︒

⑰

﹃
同
文
書
会
年
報
﹄︵
以
下
﹃
同
﹄︶
第
八
次
︑﹃
出
版
史
料
﹄︵
上
海
︑
学
林
出

版
社
︶
一
九
九
〇
年
一
期
︑
八
八
頁
左
︒

⑱

﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄︵
美
国
林
楽
知
著
訳
︑
蔡
爾
康
纂
輯
︑
全
八
巻
︵
四
冊
︶
近

代
中
国
史
料
叢
刊
続
刊
︑
第
七
一
輯
︑
文
海
出
版
社
︑
一
九
八
〇
年
︶
巻
之
八

﹁
治
安
新
策
﹂
上
之
上
︑
二
葉
左
～
四
葉
左
︒

⑲

B
en
n
ett,
M
ission
ary
Jou
rn
alist
in
C
h
in
a,
p
.143,144,253.

⑳

王
林
前
掲
書
四
四
︑
四
五
頁
︑
熊
月
之
前
掲
書
三
二
五
頁
︒

㉑

B
en
n
ett,
M
ission
ary
Jou
rn
alist
in
C
h
in
a,
p
.145.
万
国
公
報
の
普
及
に

つ
い
て
は
王
林
前
掲
書
四
五
-
五
〇
頁
に
も
詳
し
い
︒

㉒

熊
月
之
前
掲
書
四
九
五
︑
四
九
七
頁
︒
な
お
郭
嵩
燾
は
英
国
で
ア
レ
ン
に
会
い

同
書
を
称
賛
し
て
い
る
︒﹃
文
明
観
﹄
一
七
四
頁
︒

㉓

﹃
同
﹄
第
一
号
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
八
八
年
二
期
︑
二
五
頁
右
︑
二
六
頁
左
︒

㉔

﹃
同
﹄
第
二
号
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
八
八
年
二
期
︑
二
七
頁
右
︑
二
八
頁
左
︒

㉕

﹃
同
﹄
第
四
号
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
八
八
年
三
・
四
期
︑
六
二
頁
右
︒

㉖

﹃
同
﹄
第
五
次
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
八
九
年
一
期
︑
三
三
頁
右
︒

㉗

﹃
同
﹄
第
六
号
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
八
九
年
二
期
︑
四
九
頁
左
︒

㉘

﹃
同
﹄
第
七
年
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
八
九
年
三
・
四
期
︑
七
三
頁
右
︒

㉙

﹃
広
学
会
年
報
﹄︵
以
下
﹃
広
﹄︶
第
九
次
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
九
〇
年
三
期
︑

四
九
頁
右
︒

㉚

﹃
広
﹄
第
一
〇
次
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
九
一
年
二
期
︑
八
〇
頁
︒

㉛

﹃
広
﹄
第
一
一
次
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
九
二
年
一
期
︑
四
八
︑
四
九
︑
五
四
︑

五
五
頁
︒
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㉜

﹃
広
﹄
第
一
二
次
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
九
二
年
二
期
︑
一
〇
五
頁
左
︒

㉝

﹃
広
﹄
第
一
三
次
︑﹃
出
版
史
料
﹄
一
九
九
二
年
四
期
︑
六
五
頁
左
︑
七
五
頁
左
︒

第
三
章

宣
教
師
の
中
国
国
民
性
批
判
の
知
識
人
へ
の
影
響

以
上
︑
文
明
観
転
換
に
と
も
な
う
新
た
な
自
己
認
識
の
形
成
に
や
や
先
行
し
て
︑
宣
教
師
の
漢
文
著
作
で
中
国
人
の
保
守
性
︑
消
極
性
︑
怠

惰
性
︑
利
己
性
︑
欺
瞞
性
︑
卑
屈
性
等
が
強
調
さ
れ
は
じ
め
︑
し
か
も
そ
の
漢
文
著
作
が
宣
教
師
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
精
力
的
に
普
及
さ
れ
た

こ
と
を
述
べ
て
き
た
︒
そ
れ
で
は
宣
教
師
の
漢
文
著
作
か
ら
知
識
人
は
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

表
Ⅱ
は
︑
宣
教
師
︵
た
だ
し
ハ
ー
ト
を
含
む
︶
と
知
識
人
の
中
西
国
民
性
認
識
を
対
照
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
知
識
人
に
見
ら
れ

た
中
西
国
民
性
認
識
は
︑
宣
教
師
の
そ
れ
の
範
囲
に
ほ
ぼ
収
ま
っ
て
お
り
︑
宣
教
師
と
異
な
る
観
点
か
ら
の
認
識
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
︒

そ
こ
で
表
Ⅱ
で
は
︑
中
西
国
民
性
認
識
の
共
通
項
と
し
て
︑
最
も
多
岐
に
わ
た
る
認
識
が
見
ら
れ
る
﹃
自
西
徂
東
﹄
か
ら
他
の
宣
教
師
や
知
識

人
に
も
見
出
せ
る
主
要
な
認
識
を
選
ん
で
最
左
列
Ａ
～
Ｐ
に
配
し
た
︒
た
だ
し
そ
の
表
記
に
は
﹃
自
西
徂
東
﹄
に
お
け
る
中
西
国
民
性
認
識
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
は
な
く
︑
読
者
に
わ
か
り
や
す
い
一
般
的
表
現
を
用
い
た
︒
最
上
行
に
は
宣
教
師
と
知
識
人
の
著
作
を
刊
行
順
︵
鍾
天
緯
の
著

作
は
執
筆
時
期
︶
に
配
し
︑
各
著
作
の
下
欄
で
は
各
著
作
に
共
通
項
Ａ
～
Ｐ
に
示
し
た
中
西
国
民
性
認
識
と
同
内
容
の
認
識
が
見
出
せ
る
場
合
︑

そ
の
認
識
が
い
か
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
示
さ
れ
る
か
を
記
し
た
︵
キ
ー
ワ
ー
ド
は
代
表
的
な
も
の
の
み
あ
げ
た
︶
︒
例
え
ば
︑
共
通
項
Ａ
に
お
け
る

中
国
人
の
﹁
傲
慢
﹂
は
︑﹃
弢
園
文
録
外
篇
﹄
で
は
﹁
矜
誇
﹂・﹁
虚
驕
﹂︑﹃
自
西
徂
東
﹄
で
は
﹁
自
高
﹂
と
表
現
さ
れ
る
︒
各
欄
の
上
段
は
中

国
人
︑
下
段
は
西
洋
人
の
性
格
を
示
す
︒
各
欄
の
下
段
が

と
な
っ
て
い
る
の
は
西
洋
人
に
関
す
る
記
述
が
な
い
こ
と
を
示
す
が
︑
そ
の
場
合

も
多
く
は
西
洋
人
と
の
対
比
で
中
国
人
の
性
格
が
認
識
さ
れ
て
い
る
︒

そ
こ
で
表
Ⅱ
を
み
る
と
︑
知
識
人
の
い
く
つ
か
の
著
作
に
お
け
る
認
識
に
は
︑
先
行
す
る
宣
教
師
の
著
作
と
の
間
に
少
な
か
ら
ぬ
類
似
が
見

出
せ
る
︒
勿
論
︑
知
識
人
は
ほ
か
の
漢
文
著
作
等
か
ら
も
情
報
を
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
本
稿
で
論
じ
た
宣
教
師
の
著
作
は
い
わ
ば
当
時

の
超
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
︑
知
識
人
た
ち
も
当
然
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
従
っ
て
︑
彼
ら
の
著
作
が
そ
の
直
接
の
影
響
を
受
け
て
い
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表
Ⅱ
中
西
国
民
性
認
識
対
照
表

国
民
性
認
識

共
通
項

ハ
ー
ト

｢局
外
傍
観
論
｣
ア
レ
ン

『中
西
関
係
略
論
』
鍾
天
緯
｢総
論
時
勢
｣

｢与
程
禧
之
書
｣

王
韜
『弢
園
文

録
外
篇
』

張
徳
彝

『四
述
奇
』

フ
ァ
ー
バ
ー

『自
西
徂
東
』

鄭
観
応

『盛
世
危
言
』

ア
レ
ン

｢治
安
新
策
｣
梁
啓
超
｢中
国
積

弱
遡
源
論
｣

Ａ
中
)傲
慢

西
)謙
虚

欲
軽
人
欲
服
人

―
―

矜
誇
，
虚
驕

―
―

自
高

謙
和

驕
傲
―
―

奴
性

Ｂ
中
)卑
屈

西
)誠
実

雖
有
謙
遜
実
伏
衰
弱

―
―

喜
貢
諛

―
―

偽
為
慇
懃

伸
己
意

自
卑
真
実

唯
諾
，
巧
令

真
誠

―
―

Ｃ
中
)愚
昧

西
)有
能

愚
蠢
―
―

―
―
男
女
読
書
識
字

不
通
文
墨

無
不
通
文
墨

教
養
之
失
其
道

男
女
従
幼
教
之

教
養
失
道

教
養
有
道

愚
蠢
男
女
読
書

愚
昧
男
女
入
学

Ｄ
中
)迷
信

西
)科
学

以
風
水
為
可
憑

取
電
気
而
伝
信

尚
義
理
之
空
談

得
物
理
之
実
際

講
風
水

努
実
学

尋
風
水
，
多
憶
度

得
其
実
，
究
物
理

恇
怯
有
格
物
学

Ｅ
中
)貪
欲

西
)寡
欲

惟
利
是
視

―
―

貪
佞
少
貪
佞

貪
酷
，
貪
婪

清
心
寡
欲

貪
婪
―
―

Ｆ
中
)利
己

西
)利
己
利
人

営
私
―
―

顧
己
，
各
自
為
謀

―
―

家
自
為
政

斉
心
併
志

顧
一
己
之
私
，
利

己利
己
利
人

各
自
為
計

―
―

貪
私
―
―

為
我

愛
他
利
他

Ｇ
中
)残
虐

西
)慈
愛

酷
虐
体
恤

残
忍

―
―

暴
虐

愛
人
如
己

Ｈ
中
)虚
偽

西
)真
実

尽
属
子
虚

―
―

蒙
蔽
―
―

尚
虚
文

頗
誠
実

虚
假
，
詐
偽

真
誠

深
文
曲
筆
，
欺
蒙

―
―

欺
誑
戒
誑

好
偽
―
―

Ｉ
中
)軟
弱

西
)強
壮

賊
不
退
兵
先
退

―
―

柔
弱
，
畏
葸
莫
前

強
壮
，
愛
国
衛
君

非
潰
即
逃

―
―

懦
弱
勇
壮

Ｊ
中
)消
極

西
)積
極

好
静
好
動

好
静
好
動

溺
於
晏
安

―
―

好
静

好
動

無
動
―
―

Ｋ
中
)保
守

西
)改
革

因
循
―
―

墨
守
成
規

万
事
争
先

墨
守
成
法

求
勝
前
人

因
循
―
―

固
執
成
法

精
心
思
索

因
循
，
墨
守
旧
章

―
―

因
循
―
―

Ｌ
中
)尚
古

西
)進
歩

以
古
初
為
無
加

視
古
昔
如
孩
提

視
古
人
為
万
不
可
及

視
学
問
為
後
来
居
上

今
不
及
古

今
勝
於
古

Ｍ
中
)怠
惰

西
)勤
勉

怠
惰
―
―

懶
，
自
画

勤
，
奮
発

苟
且
，
翫
愒

―
―

怠
惰
，
遅
延

不
惰
，
敏
捷

懶
惰

辛
勤
養
家

曠
職
，
遊
手
好
閑

―
―

遊
惰

勤
懇

Ｎ
中
)不
潔

西
)清
潔

不
潔
清
潔

Ｏ
中
)上
下
隔
絶

西
)上
下
疎
通

遠
情
不
能
上
達

―
―

君
民
不
聯
絡

上
下
宜
通

摻
政
柄
於
一
人

合
通
国
之
君
臣
上
下

上
下
隔
絶

通
上
下
之
情

民
情
不
能
上
達

―
―

Ｐ
中
)虚
飾

西
)質
素

虚
文
―
―

粉
飾
，
誇
張

―
―

虚
文
，
奢
侈

真
誠
，
質
朴

虚
文
簡
朴
不
飾
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た
可
能
性
は
少
な
く
な
い
︒
そ
こ
で
最
後
に
︑
表
Ⅱ
で
少
な
か
ら
ぬ
類
似
が
見
ら
れ
る
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
と
﹁
与
程
禧
之
書
﹂・﹁
総
論
時

勢
﹂︑﹃
自
西
徂
東
﹄
と
﹃
盛
世
危
言
﹄︑
お
よ
び
﹁
治
安
新
策
﹂
と
本
稿
冒
頭
で
見
た
梁
啓
超
の
﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
︑
前
者
か
ら
後
者
へ
の
影
響
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
︒

︵
-
︶
ア
レ
ン
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
と
鍾
天
緯
﹁
与
程
禧
之
書
﹂・﹁
総
論
時
勢
﹂

ま
ず
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
と
﹁
与
程
禧
之
書
﹂
で
の
中
西
国
民
性
の
比
較
に
つ
い
て
見
よ
う
︒
さ
き
に
引
用
し
た
両
資
料
の
日
本
語
訳
︵
九

一
︑
九
二
頁
お
よ
び
八
三
︑
八
四
頁
参
照
︶
に
は
類
似
す
る
箇
所
に
記
号
と
傍
線
︵﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
に
は
Ａ
～
Ｈ
︑﹁
与
程
禧
之
書
﹂
に
は
ａ
～
ｈ
︒
Ａ

と
ａ
︑
Ｂ
と
ｂ
⁝
⁝
が
類
似
す
る
こ
と
を
示
す
︶
を
付
し
て
お
い
た
︒
い
ま
改
め
て
両
資
料
に
お
い
て
類
似
す
る
箇
所
を
原
文
で
示
す
︵︵

︶
内
は

手
代
木
が
文
脈
を
ふ
ま
え
て
補
っ
た
︶
︒

Ａ
東
人
好
静
不
好
動

ａ
華
人
之
性
好
静

Ｂ
西
人
好
動
不
好
静

ｂ
西
人
之
性
好
動

Ｃ
外
国
視
古
昔
如
孩
提
︑
視
今
時
如
成
人

ｃ
︵
外
国
︶
厭
故
喜
新

Ｄ
中
国
以
古
初
為
無
加
︑
以
今
時
為
不
及

ｄ
︵
中
国
︶
視
古
人
為
万
不
可
及

Ｅ
西
国
有
盛
而
無
衰

ｅ
︵
西
国
︶
国
勢
亦
坐
成
強
大

Ｆ
中
国
毎
頽
而
不
振

ｆ
︵
中
国
︶
人
心
因
之
委
靡
︑
国
勢
亦
於
焉
不
振

Ｇ
西
国
万
事
争
先
︑
不
甘
落
後

ｇ
︵
西
国
︶
視
学
問
為
後
来
居
上
︑
往
往
求
勝
前
人

Ｈ
中
国
墨
守
成
規
︑
不
知
善
変

ｈ
︵
中
国
︶
往
往
墨
守
成
法
︑
不
知
変
通
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鍾
天
緯
の
ａ
～
ｈ
は
︑
ア
レ
ン
の
Ａ
～
Ｈ
と
表
現
は
や
や
異
な
る
も
の
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
ア
レ
ン
の
Ａ
～
Ｈ
は
彼
の
中
西
国
民

性
認
識
の
核
心
で
あ
り
︑
中
国
人
が
独
自
に
こ
れ
と
同
様
の
認
識
に
到
達
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

次
に
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
と
﹁
総
論
時
勢
﹂
で
の
中
西
政
治
の
比
較
を
見
よ
う
︒
前
述
の
よ
う
に
﹁
総
論
時
勢
﹂︵
一
八
八
〇

八
一
︶
で
は
︑

西
洋
で
は
君
主
の
権
威
は
民
意
に
も
と
づ
き
︑
議
会
︑
裁
判
︑
選
挙
︑
新
聞
な
ど
を
通
じ
て
﹁
君
臣
上
下
を
一
体
化
す
る
﹂
が
︑
中
国
で
は
皇

帝
独
裁
の
下
で
民
心
は
バ
ラ
バ
ラ
で
﹁
家
毎
に
勝
手
に
ふ
る
ま
い
︑
人
そ
れ
ぞ
れ
考
え
が
違
う
﹂
と
す
る
︒
こ
う
し
た
指
摘
は
︑
ア
レ
ン
が

﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
で
﹁
君
民
一
体
と
な
り
上
下
は
通
じ
合
う
べ
き
で
あ
る
﹂︵
君
民
一
体
︑
上
下
宜
通
也
︶
と
し
︑
君
民
の
意
思
疎
通
の
た
め

に
西
洋
で
は
議
会
や
新
聞
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
一
方
︑
中
国
は
﹁
人
々
は
勝
手
に
振
舞
い
﹂︵
各
自
為
謀
︶
︑﹁
み
な
自
己
の
平
安
の

み
を
顧
み
︑
他
人
の
困
難
を
考
え
な
い
﹂︵
各
顧
己
之
平
安
︑
不
念
他
人
之
危
困①
︶
と
指
摘
す
る
の
と
同
趣
旨
で
あ
る
︒

前
述
の
よ
う
に
鍾
天
緯
は
一
八
七
二
年
か
ら
三
年
間
ア
レ
ン
に
英
語
を
学
ん
で
お
り
︑
ア
レ
ン
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ

の
直
後
ア
レ
ン
は
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
を
発
表
し
︑
鍾
天
緯
は
ド
イ
ツ
出
使
期
︵
一
八
八
〇

八
一
︶
に
﹁
与
程
禧
之
書
﹂
と
﹁
総
論
時
勢
﹂
を

書
い
て
い
る
︒
こ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
れ
ば
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
と
﹁
与
程
禧
之
書
﹂・﹁
総
論
時
勢
﹂
に
見
ら
れ
る
以
上
の
よ
う
な
類
似
は
︑

文
明
観
転
換
を
遂
げ
中
国
人
と
し
て
の
新
た
な
自
己
認
識
を
形
成
す
る
必
要
に
直
面
し
て
い
た
鍾
天
緯
が
︑
ア
レ
ン
の
﹁
奥
窔
﹂
を
つ
く
指
摘

に
敏
感
に
反
応
し
︑
自
ら
の
文
章
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
8
︶
フ
ァ
ー
バ
ー
﹃
自
西
徂
東
﹄
と
鄭
観
応
﹃
盛
世
危
言
﹄

こ
の
両
著
作
を
比
較
し
て
ま
ず
気
付
く
の
は
︑﹃
自
西
徂
東
﹄
が
指
摘
す
る
一
つ
一
つ
の
中
国
国
民
性
の
多
く
が
﹃
盛
世
危
言
﹄
で
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
以
下
︑
表
Ⅱ
の
共
通
項
Ａ
～
Ｐ
に
あ
げ
た
中
国
国
民
性
の
う
ち
両
著
作
が
共
通
に
取
り
上
げ
る
国
民
性
に
つ
い
て
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
表
Ⅱ
か
ら
取
り
出
し
て
み
る
︵
ま
ず
﹃
自
西
徂
東
﹄︑
次
に
﹃
盛
世
危
言
﹄
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
記
す
︒︵

︶
内
は
﹃
自
西
徂

東
﹄︵
以
下
﹃
自
﹄︶
の
章
次
と
﹃
盛
世
危
言
﹄︵
以
下
﹃
盛
﹄︶
の
篇
名
︶
︒
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共
通
項
Ｂ
︵
卑
屈
︶
は
︑﹁
自
卑
﹂︵﹃
自
﹄
三
三
章
︶
と
﹁
唯
諾
﹂︵﹃
盛
﹄
日
報
下
篇
︶
・﹁
巧
令
﹂︵
巧
言
令
色
の
意
︑﹃
盛
﹄
典
礼
上
篇
︶
︒
共
通
項

Ｃ
︵
愚
昧
︶
は
︑﹁
教
養
之
失
其
道
﹂︵﹃
自
﹄
二
四
章
︶
と
﹁
教
養
失
道
﹂︵﹃
盛
﹄
教
養
篇
︶
︒
共
通
項
Ｅ
︵
貪
欲
︶
は
︑﹁
貪
酷
﹂︵﹃
自
﹄
一
八
章
︶
・

﹁
貪
婪
﹂︵﹃
自
﹄
一
四
章
︶
と
﹁
貪
婪
﹂︵﹃
盛
﹄
吏
治
下
篇
︶
︒
共
通
項
Ｆ
︵
利
己
︶
は
︑﹁
顧
一
己
之
私
﹂︵﹃
自
﹄
一
八
章
︶
・﹁
利
己
﹂︵﹃
自
﹄
一
九

章
︶
と
﹁
各
自
為
計
﹂︵﹃
盛
﹄
交
渉
下
篇
︶
︒
共
通
項
Ｇ
︵
残
虐
︶
は
︑﹁
酷
虐
﹂︵﹃
自
﹄
八
章
︶
と
﹁
残
忍
﹂︵﹃
盛
﹄
刑
法
篇
︶
︒
共
通
項
Ｈ
︵
虚
偽
︶

は
︑﹁
虚
假
﹂︵﹃
自
﹄
三
一
章
︶
・﹁
詐
偽
﹂︵﹃
自
﹄
四
三
章
︶
と
﹁
深
文
曲
筆
﹂︵﹃
盛
﹄
日
報
下
篇
︶
・﹁
欺
蒙
﹂︵﹃
盛
﹄
教
養
篇
︶
︒
共
通
項
Ｉ
︵
軟

弱
︶
は
︑﹁
柔
弱
﹂︵﹃
自
﹄
七
章
︶
・﹁
畏
葸
莫
前
﹂︵﹃
自
﹄
三
四
章
︶
と
﹁
非
潰
即
逃
﹂︵﹃
盛
﹄
練
兵
下
篇
︶
︒
共
通
項
Ｋ
︵
保
守
︶
は
︑﹁
固
執
成

法
﹂︵﹃
自
﹄
五
五
章
︶
と
﹁
因
循
﹂︵﹃
盛
﹄
教
養
篇
︶
・﹁
墨
守
旧
章
﹂︵﹃
盛
﹄
獄
囚
篇
︶
︒
共
通
項
Ｍ
︵
怠
惰
︶
は
︑﹁
懶
惰
﹂︵﹃
自
﹄
二
一
章
︶
と

﹁
曠
職
﹂︵﹃
盛
﹄
日
報
下
篇
︶
・﹁
遊
手
好
閑
﹂︵﹃
盛
﹄
巡
捕
篇
︶
︒
共
通
項
Ｏ
︵
上
下
隔
絶
︶
は
︑﹁
上
下
隔
絶
﹂︵﹃
自
﹄
五
二
章
︶
と
﹁
民
情
不
能
上

達
﹂︵﹃
盛
﹄
日
報
下
篇
︶
︒
共
通
項
Ｐ
︵
虚
飾
︶
は
︑﹁
虚
文
﹂・﹁
奢
侈
﹂︵﹃
自
﹄
三
一
章
︶
と
﹁
虚
文
﹂︵﹃
盛
﹄
典
礼
上
篇
︶
︒
以
上
︑﹃
自
西
徂
東
﹄

が
指
摘
す
る
中
国
国
民
性
の
大
半
が
﹃
盛
世
危
言
﹄
で
も
同
様
に
取
り
上
げ
ら
れ
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
こ
の

こ
と
は
﹃
盛
世
危
言
﹄
が
﹃
自
西
徂
東
﹄
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

加
え
て
指
摘
す
べ
き
は
︑
両
著
作
が
共
通
に
指
摘
す
る
中
国
国
民
性
は
︑
そ
の
具
体
例
に
も
少
な
か
ら
ぬ
類
似
が
見
出
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒

次
に
共
通
に
指
摘
さ
れ
る
中
国
国
民
性
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
例
を
簡
潔
に
示
す
︵﹃
自
西
徂
東
﹄
は
表
Ⅰ
の
要
旨
を
参
照
︶
︒

共
通
項
Ｂ
︵
卑
屈
︶
の
﹁
自
卑
﹂︵﹃
自
﹄
三
三
章
︶
と
﹁
巧
令
﹂︵﹃
盛
﹄
典
礼
上
篇
︶
に
つ
い
て
は
︑
前
者
は
接
客
時
の
卑
下
し
す
ぎ
る
態
度
を

あ
げ
︑
後
者
も
賓
客
や
上
司
に
対
し
て
表
面
だ
け
媚
び
へ
つ
ら
う
態
度
を
指
摘
す
る②
︒
共
通
項
Ｃ
︵
愚
昧
︶
の
﹁
教
養
之
失
其
道
﹂︵﹃
自
﹄
二
四

章
︶
と
﹁
教
養
失
道
﹂︵﹃
盛
﹄
教
養
篇
︶
で
は
︑
前
者
後
者
と
も
古
の
﹁
教
養
之
道
﹂
が
失
わ
れ
教
育
が
廃
れ
た
と
し
︑
西
洋
に
倣
い
学
校
を
設

け
男
女
と
も
教
育
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る③
︒
共
通
項
Ｅ
︵
貪
欲
︶
の
﹁
貪
酷
﹂︵﹃
自
﹄
一
八
章
︶
と
﹁
貪
婪
﹂︵﹃
盛
﹄
吏
治
下
篇
︶
に
つ
い
て
は
︑

前
者
は
役
人
の
不
正
な
徴
税
・
強
奪
を
述
べ
︑
後
者
も
吏
治
の
腐
敗
︑
不
正
な
徴
税
を
指
摘
す
る④
︒
共
通
項
Ｇ
︵
残
虐
︶
の
﹁
酷
虐
﹂︵﹃
自
﹄

八
章
︶
と
﹁
残
忍
﹂︵﹃
盛
﹄
刑
法
篇
︶
に
つ
い
て
は
︑
前
者
は
監
獄
や
刑
罰
の
酷
虐
さ
を
あ
げ
︑
後
者
も
用
刑
の
残
忍
さ
を
あ
げ
る⑤
︒
共
通
項
Ｉ
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︵
軟
弱
︶
の
﹁
畏
葸
莫
前
﹂︵﹃
自
﹄
三
四
章
︶
と
﹁
非
潰
即
逃
﹂︵﹃
盛
﹄
練
兵
下
篇
︶
で
は
︑
前
者
後
者
と
も
軍
隊
が
西
洋
の
よ
う
な
訓
練
︑
教
育
︑

装
備
︑
待
遇
を
欠
く
た
め
に
︑
敵
を
恐
れ
勇
敢
に
戦
え
な
い
と
す
る⑥
︒
共
通
項
Ｍ
︵
怠
惰
︶
の
﹁
懶
惰
﹂︵﹃
自
﹄
二
一
章
︶
と
﹁
遊
手
好
閑
﹂

︵﹃
盛
﹄
巡
捕
篇
︶
に
つ
い
て
は
︑
前
者
は
盗
賊
か
ら
庶
民
ま
で
が
賭
博
に
溺
れ
役
人
は
そ
れ
を
見
て
も
放
置
す
る
と
し
︑
後
者
も
会
党
が
役
人

と
結
託
し
て
賭
博
や
誘
拐
を
行
う
と
指
摘
す
る⑦
︒
共
通
項
Ｏ
︵
上
下
隔
絶
︶
の
﹁
上
下
隔
絶
﹂︵﹃
自
﹄
五
二
章
︶
と
﹁
民
情
不
能
上
達
﹂︵﹃
盛
﹄

日
報
下
篇
︶
で
は
︑
上
下
隔
絶
へ
の
対
策
と
し
て
前
者
は
西
洋
で
は
新
聞
が
下
情
を
上
達
し
上
諭
を
下
告
す
る
と
し
︑
後
者
も
新
聞
に
よ
り
民

情
を
上
達
す
る
必
要
を
説
く⑧
︒
共
通
項
Ｐ
︵
虚
飾
︶
の
﹁
虚
文
﹂︵﹃
自
﹄
三
一
章
︶
・﹁
浮
文
﹂﹁
糜
費
﹂︵﹃
自
﹄
三
二
章
︶
と
﹁
虚
文
﹂︵﹃
盛
﹄
典
礼

上
篇
︶
に
お
い
て
は
︑
前
者
は
喪
礼
・
婚
冠
礼
・
饗
宴
礼
や
祈
祷
・
祭
祀
で
の
浪
費
を
あ
げ
︑
後
者
も
婚
喪
寿
慶
の
事
︑
送
迎
宴
会
︑
年
節
儀

式
の
華
美
を
指
摘
す
る⑨
︒
以
上
︑
一
部
を
示
し
た
だ
け
だ
が
︑﹃
自
西
徂
東
﹄
と
﹃
盛
世
危
言
﹄
で
は
一
つ
一
つ
の
国
民
性
へ
の
批
判
の
際
に

念
頭
に
あ
る
中
国
の
状
況
や
習
慣
に
も
︑
少
な
か
ら
ぬ
類
似
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

両
著
作
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
鄭
観
応
自
身
が
フ
ァ
ー
バ
ー
と
﹃
自
西
徂
東
﹄
に
進
ん
で
言
及
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
︒
清
末
の
知
識
人
は
︑
一
般
に
宣
教
師
や
そ
の
著
作
に
つ
い
て
肯
定
的
に
言
及
す
る
こ
と
は
ま
れ
だ
っ
た
︒
そ
う
し
た
中
で
鄭
観
応

は
︑﹃
盛
世
危
言
﹄
伝
教
篇
で
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
反
対
し
つ
つ
も
︑﹁
中
国
の
困
難
を
座
視
す
る
に
た
え
ら
れ
ず
︑
し
ば
し
ば
中
外
利
病
に

つ
い
て
書
を
著
し
世
を
救
う
﹂
者
と
し
て
︑
ア
レ
ン
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
︑
フ
ラ
イ
ヤ
ー
︑
エ
ド
キ
ン
ス
と
と
も
に
フ
ァ
ー
バ
ー
を
あ
げ
て
い
る⑩
︒

し
か
も
﹃
盛
世
危
言
﹄
自
序
で
は
︑
同
書
の
情
報
源
と
し
て
﹁
中
外
達
人
哲
士
﹂
や
﹁
中
外
日
報
﹂
の
ほ
か
︑﹁
局
外
傍
観
論
﹂﹃
中
西
関
係
略

論
﹄
や
ア
レ
ン
の
﹁
中
美
関
係
略
論
﹂︑
リ
チ
ャ
ー
ド
の
﹃
四
大
政
﹄︑﹃
七
国
新
学
備
要
﹄
と
と
も
に
﹃
自
西
徂
東
﹄
を
あ
げ
て
お
り⑪
︑
こ
の

う
ち
中
国
国
民
性
へ
の
言
及
が
突
出
し
て
多
い
の
が
﹃
自
西
徂
東
﹄
だ
っ
た
︒
以
上
の
よ
う
な
両
著
作
が
あ
げ
る
一
つ
一
つ
の
中
国
国
民
性
や

そ
の
具
体
例
の
少
な
か
ら
ぬ
類
似
︑
お
よ
び
鄭
観
応
自
身
の
フ
ァ
ー
バ
ー
や
﹃
自
西
徂
東
﹄
へ
の
言
及
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑﹃
盛
世
危
言
﹄
の
中

国
国
民
性
に
関
す
る
記
述
は
﹃
自
西
徂
東
﹄
か
ら
直
接
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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︵
<
︶
ア
レ
ン
﹁
治
安
新
策
﹂
と
梁
啓
超
﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂

戊
戌
政
変
︵
一
八
九
八
︶
に
よ
る
梁
啓
超
の
日
本
亡
命
後
に
書
か
れ
た
﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂
に
は
︑
日
本
で
受
容
さ
れ
た
西
洋
の
国
家
主

義
思
想
な
ど
の
影
響
が
見
ら
れ
る
︒
だ
が
実
は
﹁
治
安
新
策
﹂
と
の
類
似
点
も
少
な
く
な
い
︒
両
著
作
を
比
較
し
て
ま
ず
気
付
く
の
は
形
式
上

の
類
似
で
あ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
﹁
治
安
新
策
﹂
で
の
中
国
国
民
性
批
判
は
︑﹁
局
外
傍
観
論
﹂﹃
中
西
関
係
略
論
﹄﹃
自
西
徂
東
﹄
と
は
異
な

り
︑
批
判
す
る
国
民
性
を
一
つ
一
つ
暴
露
し
て
い
く
形
式
を
と
る
が
︑﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂
で
も
こ
の
形
式
は
同
じ
で
あ
る
︒

類
似
は
指
摘
さ
れ
る
中
国
国
民
性
の
内
容
に
も
見
ら
れ
る
︒
表
Ⅱ
に
示
し
た
よ
う
に
︑
中
国
国
民
性
と
し
て
ア
レ
ン
は
﹁
驕
傲
﹂﹁
愚
蠢
﹂

﹁
恇
怯
﹂﹁
貪
私
﹂﹁
暴
虐
﹂﹁
欺
誑
﹂﹁
因
循
﹂﹁
遊
惰
﹂
の
八
つ
︑
梁
啓
超
は
﹁
奴
性
﹂﹁
愚
昧
﹂﹁
為
我
﹂﹁
好
偽
﹂﹁
懦
弱
﹂﹁
無
動
﹂
の
六
つ

を
あ
げ
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
愚
蠢
﹂
と
﹁
愚
昧
﹂︑﹁
貪
私
﹂
と
﹁
為
我
﹂︑﹁
欺
誑
﹂
と
﹁
好
偽
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
表
記
は
異
な
る
が
同
義
と
い
っ
て

よ
い
︒
加
え
て
︑
そ
れ
ら
の
国
民
性
を
批
判
す
る
際
の
具
体
例
に
も
類
似
が
見
出
せ
る
︵﹁
治
安
新
策
﹂
は
九
六
︑
九
七
頁
︑﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂

は
七
六
︑
七
七
︑
七
八
頁
を
参
照
︶
︒
す
な
わ
ち
﹁
治
安
新
策
﹂
は
﹁
愚
蠢
﹂
に
つ
い
て
︑
西
洋
の
名
門
は
男
女
と
も
学
校
で
学
ぶ
と
し
︑﹁
中
国

積
弱
遡
源
論
﹂
は
﹁
愚
昧
﹂
に
つ
い
て
︑
西
国
の
民
は
六
︑
七
歳
で
男
女
問
わ
ず
学
校
に
は
い
る
と
す
る
︒
ま
た
﹁
治
安
新
策
﹂
は
﹁
貪
私
﹂

に
つ
い
て
︑
日
清
戦
争
で
の
敗
北
に
関
わ
っ
て
︑
督
撫
が
自
分
の
領
域
の
み
を
顧
み
京
師
に
危
機
が
あ
っ
て
も
手
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど

を
挙
げ
︑﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂
は
﹁
為
我
﹂
に
つ
い
て
︑
日
清
戦
争
時
︑
直
隷
一
省
が
日
本
と
対
峙
し
各
省
の
督
撫
は
傍
観
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
﹁
治
安
新
策
﹂
は
﹁
欺
誑
﹂
に
つ
い
て
︑
華
人
は
噓
に
慣
れ
公
文
書
︑
私
信
と
も
噓
だ
ら
け
で
欺
く
心
で
人
に
接
し
欺

か
れ
る
の
を
楽
し
む
と
し
︑﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂
は
﹁
好
偽
﹂
に
つ
い
て
︑
中
国
人
が
虚
偽
を
好
む
こ
と
古
今
未
曾
有
で
あ
り
︑
君
臣
︑
官

民
︑
朋
友
の
間
で
虚
偽
が
行
な
わ
れ
る
と
す
る
︒
以
上
︑
梁
の
あ
げ
る
中
国
国
民
性
の
う
ち
少
な
く
と
も
﹁
愚
昧
﹂﹁
為
我
﹂﹁
好
偽
﹂
に
つ
い

て
は
︑
そ
れ
を
批
判
す
る
際
に
念
頭
に
あ
る
事
例
ま
で
含
め
て
ア
レ
ン
と
の
類
似
が
顕
著
で
あ
る
︒

一
方
︑﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂
が
最
初
に
あ
げ
る
﹁
奴
性
﹂
は
︑
日
本
の
影
響
を
受
け
た
概
念
と
し
て
知
ら
れ
る
︒﹁
奴
性
﹂
は
二
十
世
紀
初

頭
︑
麦
孟
華
︑
梁
啓
超
ら
に
よ
っ
て
さ
か
ん
に
論
じ
ら
れ
た
が
︑
そ
の
契
機
は
﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂
が
梁
の
編
集
に
よ
る
﹃
清
議
報
﹄
に
掲
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載
︵
七
七
-
八
四
冊
︑
一
九
〇
一
年
四

七
月
︶
さ
れ
る
の
に
先
立
ち
︑
中
国
人
の
﹁
奴
隷
性
﹂
を
強
調
し
た
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
記
事
︵
一
九
〇

一
年
二
月
一
〇
日
︶
の
翻
訳
﹁
支
那
人
之
特
質
﹂
が
同
誌
に
掲
載
︵
七
一
冊
︑
一
九
〇
一
年
三
月
︶
さ
れ
た
こ
と
と
さ
れ
る⑫
︒
だ
が
義
和
団
事
件
に

お
け
る
﹁
侵
華
日
本
兵
﹂
の
視
点
で
書
か
れ
た
﹁
支
那
人
之
特
質
﹂
の
主
眼
は
︑
日
本
軍
に
お
も
ね
り
へ
つ
ら
い
︑﹁
強
者
に
は
服
従
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
︑
抵
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い⑬
﹂
と
す
る
中
国
人
の
卑
屈
性
へ
の
批
判
に
あ
っ
た
︒
他
方
︑
梁
の
﹁
奴
性
﹂
と
は
﹁
他
人
に
虐
げ

ら
れ
る
人
が
同
時
に
別
の
他
人
を
虐
げ
る
人
と
な
る
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
梁
は
﹁
支
那
人
之
特
質
﹂
に
よ
っ
て
中
国
人
の
強
者
へ
の
卑
屈
性
を
強

く
認
識
さ
せ
ら
れ
る
一
方
︑﹁
強
者
﹂
日
本
人
の
視
野
に
は
入
ら
な
い
中
国
人
の
弱
者
へ
の
傲
慢
性
に
も
注
目
し
︑
奴
隷
が
同
時
に
奴
隷
主
と

も
な
る
﹁
奴
性
﹂
を
指
摘
し
た
︒
そ
れ
で
は
中
国
人
の
傲
慢
性
へ
の
認
識
は
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
中
国
人
の
傲
慢
性
は
︑

十
九
世
紀
西
洋
人
の
中
国
国
民
性
認
識
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
︑
ア
レ
ン
の
﹁
治
安
新
策
﹂
で
も

八
つ
の
中
国
国
民
性
の
最
初
に

﹁
驕
傲
﹂
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
と
す
る
と
﹁
治
安
新
策
﹂
に
お
け
る
﹁
驕
傲
﹂
の
指
摘
は
︑
梁
の
い
う
﹁
奴
性
﹂
と
深
く
関
連
し
︑
梁
が
中

国
人
の
﹁
奴
性
﹂
を
発
見
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
い
え
ば
︑
梁
啓
超
が
最
後
に
あ
げ
る
﹁
無
動⑭
﹂
は
︑
中
国
人
が
汚
吏
の
圧
制
︑
虐
政
の
暴
戻
︑
外
国
の
侵
略
に
抗
し
て
動
こ
う
と
し

な
い
と
批
判
す
る
が
︑
こ
の
批
判
は
ア
レ
ン
が
﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
で
西
洋
人
を
﹁
好
動
﹂︑
中
国
人
を
﹁
好
静
﹂
と
し
︑﹁
好
静
﹂
を
中
国
衰

退
の
原
因
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
︒
梁
の
﹃
新
民
説
﹄︵
一
九
〇
二

〇
六
︶
に
は
ア
レ
ン
の
こ
の
指
摘
の
影
響
が
う
か
が
え
る

か
ら⑮
︑
梁
の
い
う
﹁
無
動
﹂
も
ま
た
ア
レ
ン
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
梁
啓
超
と
ア
レ
ン
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
八
九
五
年
北
京
で
強
学
会
に
参
加
し
た
こ
ろ
︑
梁
は

広
学
会
関
係
の
翻
訳
書
等
を
大
量
に
読
む
よ
う
に
な
る⑯
︒
ア
レ
ン
が
編
集
す
る
﹃
万
国
公
報
﹄
を
特
に
重
視
し
︑﹃
読
西
学
書
法
﹄︵
一
八
九
六
︶

で
は
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
聞
の
中
文
訳
が
多
く
︑
時
事
を
う
か
が
お
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
必
読
で
あ
る⑰
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑﹃
西
学
書

目
表
﹄︵
一
八
九
六
︶
で
は
﹁
前
数
年
に
お
い
て
き
わ
め
て
優
れ
て
い
た⑱
﹂
と
評
し
て
収
録
し
た
西
洋
人
著
訳
書
の
中
で
も
最
上
級
の
評
価
を
与

え
て
い
る
︒
ま
た
﹃
西
学
書
目
表
﹄
に
は
︑﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄﹃
文
学
興
国
策
﹄﹃
中
西
関
係
略
論
﹄
な
ど
ア
レ
ン
の
著
書
・
訳
書
・
編
書
十
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七
種
を
収
め
て
い
る
︒
こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
日
本
亡
命
前
の
梁
に
と
っ
て
ア
レ
ン
関
係
の
出
版
物
が
西
洋
情
報
の
主
要
な
来
源
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
こ
う
し
た
中
で
梁
が
一
八
九
六
年
上
海
で
刊
行
し
た
﹃
時
務
報
﹄
初
期
の
言
論
は
︑﹃
万
国
公
報
﹄
か
ら
の
転
載
が
少
な
く
な

か
っ
た
が
︑
そ
れ
が
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
ア
レ
ン
ら
関
係
者
は
頗
る
不
満
だ
っ
た
と
い
う⑲
︒
し
か
し
梁
の
著
作
に
は
︑
そ
の
後
も
ア
レ
ン

と
の
関
係
が
う
か
が
え
る
︒
前
述
の
よ
う
に
﹃
新
民
説
﹄
に
は
西
洋
人
は
﹁
好
動
﹂︑
中
国
人
は
﹁
好
静
﹂
と
い
う
指
摘
の
影
響
が
み
ら
れ
る
︒

ま
た
藤
井
隆
は
︑
梁
の
﹁
十
種
徳
性
相
反
相
成
義
﹂︵
一
九
〇
一
︶
で
使
わ
れ
た
﹁
一
盤
散
沙
﹂
の
語
が
﹃
中
東
戦
紀
本
末
﹄
に
起
源
を
も
つ
こ

と
を
指
摘
す
る
ほ
か
︑﹁
治
安
新
策
﹂
で
の
中
国
国
民
性
批
判
の
梁
へ
の
影
響
に
も
言
及
し
て
い
る⑳
︒

以
上
の
よ
う
に
﹁
中
国
積
弱
遡
源
論
﹂
が
国
民
性
批
判
の
形
式
お
よ
び
一
つ
一
つ
の
国
民
性
の
内
容
や
そ
の
具
体
例
に
お
い
て
︑﹁
治
安
新

策
﹂
と
少
な
か
ら
ぬ
類
似
性
や
関
連
性
を
有
し
︑
ま
た
梁
啓
超
が
ア
レ
ン
の
言
説
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
中
国
積

弱
遡
源
論
﹂
の
中
国
国
民
性
に
関
す
る
記
述
は
﹁
治
安
新
策
﹂
か
ら
直
接
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
付
言
す
れ
ば
︑﹁
中
国
積

弱
遡
源
論
﹂
に
み
ら
れ
る
宣
教
師
の
中
国
国
民
性
認
識
の
影
響
は
そ
の
後
の
梁
の
著
作
に
も
見
出
せ
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
梁
の
改
革
論
に
お

け
る
基
本
的
な
認
識
と
な
っ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
﹃
新
民
説
﹄
で
は
︑
そ
う
し
た
中
国
国
民
性
へ
の
認
識
に
も
と
づ
き
︑
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た

原
因
が
日
本
で
受
容
し
た
国
家
思
想
︑
権
利
思
想
︑
自
由
思
想
な
ど
伝
統
中
国
に
見
出
せ
な
い
西
洋
近
代
の
思
想
・
文
化
を
ふ
ま
え
て
分
析
さ

れ
︑
国
民
性
改
造
の
方
途
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る㉑
︒

以
上
︑
三
組
の
宣
教
師
と
知
識
人
の
著
作
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
︑
宣
教
師
の
漢
文
著
作
で
示
さ
れ
た
中
国
国
民
性
認
識
の
知
識
人
へ
の

影
響
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
︒
こ
こ
で
は
代
表
的
な
著
作
の
間
で
の
影
響
関
係
を
示
し
た
に
と
ど
ま
る
︒
し
か
し
︑
西
洋
理
解
の
深
化
と
文
明

観
転
換
の
進
行
に
と
も
な
い
新
た
な
自
己
認
識
の
必
要
性
が
高
ま
る
中
で
︑
宣
教
師
の
中
国
国
民
性
認
識
は
こ
れ
ら
の
著
作
を
通
じ
て
徐
々
に

よ
り
広
範
な
知
識
人
の
間
に
も
拡
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

①

﹃
略
論
﹄
論
中
外
交
接
其
聯
絡
維
持
之
法
究
竟
如
何
辦
理
︑
一
一
葉
︑
総
結
前

論
︑
二
九
葉
左
︒

②

﹃
自
西
徂
東
﹄︵
以
下
﹃
自
﹄︶
上
海
書
店
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
三
三
章
︑

一
〇
九
頁
︑﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
典
礼
上
︑
三
七
五
頁
︵
一
四
巻
本
︶︒

清末中国の文明観転換と自己認識（手代木）

109 (109)



③

﹃
自
﹄
二
四
章
︑
七
七
頁
︑﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
教
養
︑
四
八
〇
頁
︒

④

﹃
自
﹄
一
八
章
︑
五
五
︑
五
六
頁
︑﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
吏
治
下
︑
三
五
九
︑

三
六
〇
頁
︒

⑤

﹃
自
﹄
八
章
︑
二
〇
︑
二
一
頁
︑﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
刑
法
︑
四
九
九
-
五
〇

一
頁
︵
一
四
巻
本
︶︒

⑥

﹃
自
﹄
三
四
章
︑
一
一
一
︑
一
一
二
頁
︑﹃
盛
﹄
練
兵
下
篇
︑
八
六
九
︑
八
七
〇

頁
︒

⑦

﹃
自
﹄
二
一
章
︑
六
三
︑
六
四
頁
︑﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
巡
捕
︑
五
一
二
︑
五

一
三
頁
︵
一
四
巻
本
︶︒

⑧

﹃
自
﹄
五
二
章
︑
一
七
八
頁
︑﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
日
報
下
︑
三
五
〇
︑
三
五

一
頁
︵
一
四
巻
本
︶︒

⑨

﹃
自
﹄
三
一
章
︑
九
九
-
一
〇
二
頁
︑
三
二
章
︑
一
〇
四
︑
一
〇
五
頁
︑﹃
鄭
﹄

上
冊
︑﹃
盛
﹄
典
礼
上
︑
三
七
六
頁
︵
一
四
巻
本
︶︒

⑩

﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
伝
教
︑
四
〇
七
頁
︒

⑪

﹃
鄭
﹄
上
冊
︑﹃
盛
﹄
自
序
︑
二
三
四
頁
︒

⑫

黄
興
濤
前
掲
論
文
︑
郭
双
林
︑
龍
国
存
﹁
国
民
与
奴
隷
﹂﹃
中
国
文
化
研
究
﹄

二
〇
〇
三
年
第
一
期
︑
お
よ
び
梁
啓
超
著
・
高
嶋
航
訳
注
﹃
新
民
説
﹄
平
凡
社
︑

二
〇
一
四
年
︑
第
六
節
訳
注
㉑
㉒
︑
八
五
-
八
六
頁
︒
な
お
奴
性
概
念
に
は
梁
啓

超
が
日
本
で
受
容
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
︑
ル
ソ
ー
ら
の
影
響
も
あ
っ
た
︒
金
城

正
篤
﹁
清
末
に
お
け
る
﹃
奴
隷
﹄﹃
奴
隷
根
性
﹄
論
﹂﹃
琉
球
大
学
文
学
部
紀
要
﹄

史
学
地
理
学
︑
三
〇
号
︑
一
九
八
七
年
な
ど
︒

⑬

﹁
支
那
人
之
特
質
﹂﹃
清
議
報
﹄
中
国
近
代
期
刊
匯
刊
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
一

年
︑
第
五
冊
︑
四
四
九
七
頁
︒

⑭

梁
啓
超
は
老
子
の
言
と
す
る
が
︑
前
漢
の
賈
誼
﹃
新
書
﹄
孽
産
子
に
み
え
る

﹁
無
動
為
大
﹂
に
よ
る
︒

⑮

﹁
白
人
之
優
於
他
種
人
者
何
也
︒
他
種
人
好
静
︑
白
種
人
好
動
︑
他
種
人
狃
於

和
平
︑
白
種
人
不
辞
競
争
︑
他
種
人
保
守
︑
白
種
人
進
取
﹂﹃
新
民
説
﹄﹃
飲
冰
室

合
集
﹄
専
集
第
三
冊
︑
上
海
中
華
書
局
︑
一
九
四
一
年
再
版
︑
第
四
節
︑
一
〇
頁
︒

な
お
第
一
次
大
戦
後
︑
西
洋
文
明
の
見
直
し
の
中
で
杜
亜
泉
や
李
大
釗
に
東
洋
文

明
を
﹁
静
﹂︑
西
洋
文
明
を
﹁
動
﹂
と
す
る
東
西
文
明
論
が
見
ら
れ
る
が
︑
石
川

禎
浩
﹁
東
西
文
明
論
の
日
本
の
論
壇
﹂︵﹃
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
﹄
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
︑
一
九
九
四
年
︶
は
そ
う
し
た
議
論
は
大
正
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
茅
原
華
山
の
影
響
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

⑯

梁
元
生
前
掲
書
一
四
一
頁
︑
丁
文
江
・
趙
豊
田
編
︑
島
田
虔
次
編
訳
﹃
梁
啓
超

年
譜
長
編
﹄
第
一
巻
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
四
年
︶
八
八
-
九
〇
頁
︑
村
尾
進

﹁
万
木
森
々

﹃
時
務
報
﹄
時
期
の
梁
啓
超
と
そ
の
周
辺
﹂
狭
間
直
樹
編
﹃
共
同

研
究

梁
啓
超

西
洋
近
代
思
想
受
容
と
明
治
日
本
﹄
み
す
ず
書
房
︑
一
九
九
九

年
所
収
な
ど
︒

⑰

﹃
読
西
学
書
法
﹄︑
梁
啓
超
著
︑
夏
暁
虹
輯
﹃︽
飲
冰
室
合
集
︾
集
外
文
﹄︵
北
京

大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
︶
下
冊
︑
一
一
六
七
頁
︒

⑱

﹃
西
学
書
目
表
﹄
西
学
書
目
表
下
︑
報
章
︑
一
四
葉
左
︒

⑲

梁
元
生
前
掲
書
一
四
一
頁
︒
ま
た
梁
啓
超
が
一
八
九
六
年
に
書
い
た
汪
康
年
・

汪
詒
年
宛
書
簡
︵
上
海
図
書
館
編
﹃
汪
康
年
師
友
書
札
﹄︵
二
︶
上
海
古
籍
出
版

社
︑
一
九
八
六
年
︑
一
八
四
四
頁
所
収
︑
前
掲
﹃
梁
啓
超
年
譜
長
編
﹄
第
一
巻
︑

一
一
六
頁
で
引
用
︶
に
こ
の
件
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
ア
レ
ン
へ
の
言
及
が
見
え

る
︒

⑳

藤
井
隆
﹁﹃
一
盤
散
沙
﹄
の
由
来

広
学
会
と
戊
戌
変
法
運
動
﹂﹃
現
代
中
国
﹄

八
二
号
︑
二
〇
〇
八
年
︒

㉑

﹃
新
民
説
﹄
に
つ
い
て
は
注
⑫
に
あ
げ
た
高
嶋
航
訳
注
か
ら
示
唆
を
得
た
︒
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結

語

一
八
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
︑
文
明
観
転
換
の
過
程
で
先
進
的
知
識
人
の
間
で
は
中
国
文
明
と
は
別
に
そ
の
優
位
に
あ
る

西
洋
文
明
の
存
在
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
︑
二
千
年
来
の
伝
統
的
文
明
観
の
も
と
で
の
中
国
人
は

文
明
化
さ
れ
た
中
華
の
民
︑
西
洋
人
は
野
蛮
で
貪
欲
な
夷
狄
の
民
と
い
う
認
識
は
改
め
ら
れ
︑
西
洋
人
と
の
対
比
で
中
国
人
へ
の
新
た
な
認
識

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
西
洋
文
明
を
生
み
出
し
た
西
洋
人
を
認
識
す
る
こ
と
は
︑
彼
ら
に
と
っ
て
き
わ
め
て
困
難
な
作

業
で
あ
っ
た
︒
一
部
の
知
識
人
に
は
︑
開
港
場
で
の
西
洋
人
と
の
交
際
や
出
使
・
留
学
を
通
じ
て
︑
西
洋
人
と
中
国
人
の
異
質
性
を
認
識
す
る

機
会
が
も
た
ら
さ
れ
た
︒
と
は
い
え
彼
ら
が
認
識
で
き
た
の
は
一
部
の
西
洋
人
の
限
ら
れ
た
側
面
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
西
洋
人
が
本
当
に
優
れ

て
い
る
の
か
︑
い
か
に
優
れ
て
い
る
の
か
︑
そ
し
て
中
国
人
が
本
当
に
劣
っ
て
い
る
の
か
︑
い
か
に
劣
っ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
に
は
︑
そ
う

し
た
機
会
は
到
底
十
分
で
は
な
か
っ
た
︒

お
り
し
も
︑
知
識
人
の
文
明
観
転
換
に
や
や
先
行
し
て
︑
長
期
に
中
国
に
滞
在
し
た
宣
教
師
が
十
九
世
紀
西
洋
人
の
﹁
文
明
﹂
の
西
洋
・

﹁
野
蛮
﹂
の
中
国
と
い
う
構
図
で
の
中
西
国
民
性
認
識
を
︑
漢
文
著
作
に
よ
っ
て
清
末
中
国
に
伝
え
は
じ
め
た
こ
と
は
︑
知
識
人
が
新
た
な
自

己
認
識
を
形
成
す
る
上
で
恰
好
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
西
洋
と
中
国
を
比
較
す
る
の
に
十
分
な
見
聞
を
も
た
な
い
知
識
人
に
と
っ
て
︑

宣
教
師
の
認
識
は
キ
リ
ス
ト
教
臭
さ
へ
の
違
和
感
は
あ
っ
た
に
せ
よ
抗
し
が
た
く
強
力
な
方
向
付
け
作
用
を
も
っ
た
に
違
い
な
い
︒
宣
教
師
の

漢
文
著
作
が
大
量
に
普
及
さ
れ
る
中
で
︑
知
識
人
た
ち
は
宣
教
師
言
説
を
自
ら
の
体
験
に
よ
っ
て
検
証
し
︑
ま
た
自
ら
の
体
験
を
宣
教
師
言
説

に
よ
っ
て
整
理
し
な
が
ら
︑
直
接
間
接
に
そ
の
言
説
の
影
響
を
受
け
つ
つ
︑
西
洋
人
へ
の
認
識
と
そ
れ
と
対
を
な
す
自
己
認
識
を
形
成
し
て
い

っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
う
考
え
て
こ
そ
︑
清
末
知
識
人
の
新
た
な
自
己
認
識
が
消
極
性
︑
怠
惰
性
︑
保
守
性
︑
虚
偽
性
︑
虚
飾
性
︑
卑
屈
性
︑
傲

慢
性
な
ど
を
強
調
す
る
点
で
︑
不
自
然
な
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
理
由
を
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
︒
ま
た
従
来
そ
の
清
末
民
国
初
の
中
国
国
民
性

批
判
へ
の
影
響
が
注
目
さ
れ
て
き
た
ス
ミ
ス
︵
A
rth
u
r
H
en
d
erson
S
m
ith
,
明
恩
溥
︶
の
C
h
in
ese
C
h
aracteristics,1890
の
役
割
も
︑
ア
レ
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ン
︑
フ
ァ
ー
バ
ー
ら
の
漢
文
著
作
の
作
用
を
前
提
と
し
て
論
じ
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こ
そ
︑
正
確
に
捉
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こ
と
が
で
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︒

近
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洋
人
は
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文
明
人
と
認
識
す
る
た
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に
野
蛮
な
他
者
︵
オ
リ
エ
ン
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︑
中
国
︶
形
象
を
創
り
上
げ
た
︵
サ
イ
ー
ド
︑
周
寧
︶
︒
十

九
世
紀
後
半
か
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二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑
今
度
は
そ
の
野
蛮
な
中
国
形
象
が
中
国
に
持
ち
込
ま
れ
︑
文
明
観
転
換
の
過
程
に
あ
っ
た
清
末

中
国
人
の
自
己
認
識
を
方
向
付
け
る
こ
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に
な
っ
た
︒
彼
ら
は
西
洋
人
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否
定
的
な
中
国
認
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強
く
影
響
さ
れ
な
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ら
︑
新
た
な
自
己
認
識

を
形
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す
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こ
と
に
な
っ
た
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で
あ
る①
︒
一
九
二
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年
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東
西
文
化
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は
こ
う
し
た
他
者
に
よ
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﹄
所
収
︶
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洋
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﹁
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明
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﹂
受
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て
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た
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は
︑
康
有
為
・
梁
啓
超

に
お
け
る
ア
レ
ン
言
説
を
ふ
ま
え
た
﹁
一
盤
散
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﹂
と
い
う
自
己
認
識
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形
成
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通
じ
て
︑
指
摘
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て
い
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︒
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Qing-Dynasty Chinaʼs Shift in Perspective

on Civilization and Self-Awareness

by

TESHIROGI Yuji

Through their encounter with Western modernity at the end of the Qing

Dynasty (mid 19th century - early 20th century), Chinese intellectuals shifted

their traditional perspective on civilization that had seen Chinese as the lone

civilization but now recognized the superiority of Western civilization, which

was understood as different from Chinese civilization. How then did they

formulate this new self-awareness in the process of comparing themselves to

the West? Conventionally, this new self-awareness is thought to have been

addressed after the Sino-Japanese War (1894-95) by Yan Fu 厳復 and Liang

Qichao 梁啓超 in studies critical of the national character. In fact, however, a

new self-awareness critical of the national character appeared during the

shift in perspective on civilization prior to the Sino-Japanese War. The

purpose of this paper is to follow the process of renewed self-awareness

among Qing Dynasty intellectuals, clarifying the commonality seen therein

while considering the relationship between self-awareness and missionary

discourse, and also clarifying how the formulation of a new self-awareness

accompanied the shift in perception of civilization in Qing-dynasty China.

The original idea of a new self-awareness seen in the criticism of the

national character after the Sino-Japanese War had already begun to appear

among some intellectuals, such as Wang Tao 王韜, Zhang Deyi 張徳彝, Zhong

Tianwei 鍾天緯, and Zheng Guanying 鄭観応, in the latter half of the 1870ʼs

to the 1880ʼs, in the shift in perspective on civilization triggered by the

acceptance of Western information and the dispatch of diplomats to the

West. Their self-awareness was strangely similar in that it portrayed

Chinese people in a generally negative light, highlighting their

conservativeness, negativity, laziness, proclivity for falsehoods, subservience,

and selfishness.

What is noteworthy here is that just prior to the formulation of this new

self-awareness by intellectuals, the missionaries had characterized the
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Chinese people and wrote in Chinese criticizing the Chinese people as

conservative, negative, lazy, having a proclivity for falsehoods, being

subservient and selfish based on the negative view of China formed by

Western modernity that had been built up by thinkers from Montesquieu to

Hegel. Moreover, Young J. Allenʼs Zhongxi Guanxi Lüelun 中西関係略論 and

“Zhiʼan Xince” 治安新策 (published in Zhongdong Zhanji Benmo 中東戦紀本

末) regarded as the representative Chinese language missionary works, and

Ernst Faberʼ s Zixi Cudong 自西徂東, which was published in Wanguo

Gongbao 万国公報, were circulated from the latter half of the 1870ʼs onward,

Zixi Cudong and Zhongdong Zhanji Benmo as individual books were

popularized wholeheartedly by the Guangxuehui 広学会 among bureaucrats

and intellectuals from the end of the 1880ʼs until around 1900.

Based on the above, when conducting a comparative examination of the

self-awareness of Chinese national character found in the Chinese language

works by missionaries and those that followed written by intellectuals, in

particular Zhongxi Guanxi Lüelun and Zhong Tianweiʼs “Yu Cheng Xizhi

Shu” 与程禧之書, Zixi Cudong, and Zheng Guanyingʼs Shengshi Weiyan 盛世

危言, “Zhiʼan Xince” and Liang Qichaoʼs “Zhongguo Jiruo Suyuan Lun” 中国積

弱遡源論，in each case considerable similarity is seen between the content

of the Chinese national character being criticized and the specific examples.

From the remarks of the intellectuals and associated materials, we can also

see that they were deeply involved with the missionaries and their works.

Based on this, it becomes obvious that the criticisms of the Chinese national

character by Allen and Faber had a profound effect on Zhong Tianwei,

Zheng Guanying, and Liang Qichaoʼ s awareness of the Chinese national

character. Additionally, we can assume that such awareness of the national

identity gradually spread among a broader range of intellectuals due to the

popularity of Chinese-language translations of the missionaryʼs works.

In the process of the shifting perspective on civilization, Qing-dynasty

intellectuals were faced with the formidable task of formulating a new self-

awareness. At that time, the earlier criticism of the Chinese national

character expressed by the missionaries had a strong influence on how the

intellectuals, who were seeking an alternative to the traditional Chinese

awareness, shaped their self-awareness. This line of thinking enables us to

understand for the first time the mysterious similarities found in the new

self-awareness of intellectuals.

Key Words ; Qing Dynasty China, Shift in perspective on civilization,
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The Export Movement by Salt Producers

in the Seto Inland Sea Region and Pan-Asianism in the Meiji Era :

Regions as the Hinterlands of Thought Formation

by

NAKAGAWA Mirai

This paper examines the social and economic background of the spread of

the view of civilization within Japanese society in the latter half of the 19th

century by situating the significance of the trends in the movement of

Inland Sea salt producers giving consideration to the relationship with

groups that advocated Pan-Asianism.

First, by considering this process of the development of the movement in

terms of the routes of Asian information, the following rough sketch is

possible. In short, Inland Sea salt producers in the latter half of the 1870s

made contacts with Kido Takayoshi and Õkubo Toshimichi through Mitajiri

Hama that had possessed political capital since the Meiji Restoration, and

responding to the Meiji governmentʼs policy of promoting industry begun at

this time, they planned to implement salt exports to China. In this process,

they attempted to survey the market using natives of the Inland Sea region

as intermediaries. However, on the other hand, because they lacked special

capabilities including language skills, the amount of information accumulated

was minimal.

In the 1880s when interest in Asia was rising throughout Japan given the

background of increasing commercial activity with China and Korea, the

Inland Sea salt producers both to obtain the foreign market information

issued by government offices and attempted to foster a capacity to survey

the market by participating in the Asian information network of government

offices and entrepreneurs who formed the core of the Kōakai and Ajia

Kyōkai. Salt export to the Korean market and the coastal provinces of

Russia, which newly occupied their field of vision in this period, was spurred

on by such information. Furthermore, the movement basically adhered to the

policy of industrial promotion, but at the end of the 1880s when imports to
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